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平成22年第１回太子町議会定例会（第424回町議会）会議録（第２日） 

平成22年２月26日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 一般質問 

２ 議案第67号 太子町総合計画基本構想について 

  （平成21年）（総務常任委員会委員長報告） 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   中 井 政 喜         ８番   橋 本 恭 子 

 １０番   花 畑 奈知子        １１番   北 川 嘉 明 

 １２番   上 田 富 夫        １３番   村 田 興 亞 

 １４番   桜 井 公 晴        １５番   佐 野 芳 彦 

 １６番   熊 谷 直 行 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  木 村 和 義 

 書     記  西 田 美智子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（熊谷直行） おはようございます。 

 平成22年第１回太子町議会定例会第２日目

におそろいでご出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成22年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（熊谷直行） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明瞭にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、橋本恭子議員。 
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○橋本恭子議員 皆さん、おはようございま

す。 

 通告に従いまして、橋本恭子、一般質問を

させていただきます。 

 まず初めに、子供の７人に１人が貧困状態

であることについて伺います。 

 今、両親が職を失い、子供たちにしわ寄せ

が来ています。子供は悲鳴を上げています。

先日、ＮＨＫで子供の７人に１人が貧困状態

であるとの報道がありました。その中で、あ

る高校生は３人姉妹の一番上で、親が職を失

い、パンの端や御飯は２日に１回の６回の食

事のときに一回だけお茶碗半分だけの食事で

す。高校生なのでバイトをして、修学旅行に

行くため13万円ほど貯金していましたが、生

活費に入れて修学旅行にも行けませんでし

た。家族のために一生懸命バイトをして頑張

っているが、学費も未納なのでいつ中退にな

るかわからないとか聞きました。姫路におい

てもこのような高校生が多くいると聞いてお

ります。 

 太子町において、最近、親が職を失い、給

食代が払えない親が民生委員さんの証明書を

書いてもらって、それを学校へ提出し教育委

員会に出し、無料にしてもらう家族が増えて

いると聞いております。また、おなかをすか

し給食しか食べられない、体もやせ細った子

供が保健室へ行き、先生しんどいと言って、

先生が、食事したと聞くと、朝食も夕食も食

べられない、食べたくても食べるものがな

い、とてもかわいそうな子供がいると聞いて

おります。 

 そこで伺います。６点伺います。 

 １点目、太子町の幼稚園、小学校、中学校

で給食が払えない子供は何名いるか。 

 ２点目、１日の主な栄養源が学校の給食だ

けという子供が保健室に来て、食事をとれて

ないため、保健室の先生にパンやおにぎりを

もらって元気になる子はいるか。 

 ３点目、各学校園で民生委員さんから書類

が出て、教育委員会に届け出が出ている貧困

状態の様子を知らせてほしい。 

 それから、４点目、ＮＨＫで報道されてい

るような高校生はいないか。 

 ５点目、親が職を失い、子供の虐待につな

がる様子はないか。 

 ６点目、親が生活や雇用で役場の窓口に相

談はないか。平成21年から22年２月までの状

況をお伺いいたします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 まず、教育委員会関係のほうでございま

す。 

 貧困による給食費が払えない子は、把握は

いたしておりません。給食費の支払いが滞り

がち、また未納状態になるという児童・生徒

はございます。 

 次に、保健室でパン等を食べる子はござい

ませんが、育児環境により別室で登校後パン

を食べさせたというようなことは、聞いたこ

とは確かにございます。 

 次に、家庭の貧困状態は把握しておりませ

んが、学校における児童の行動観察等から家

庭訪問等によって対応をいたしております。 

 次に、高校生の状況は義務教育以外のため

把握はできておりません。 

 貧困による各項目の数字的なことや状況に

ついて、そこまで把握できていないのが現状

でございます。 

 学校教育法では、経済的理由により就学困

難と認められる学齢、児童は、生徒の保護者

に対しまして必要な経費の一部を援助すると

されております。本町における就学援助制度

といたしましては、経済的理由により就学困

難な児童及び生徒に対しまして、教育の機会

均等の精神に基づき、義務教育を円滑に受け

ることができるよう援助を希望される保護者

の方に対して、学用品などの就学上必要な経

費の一部を援助する制度を設けております。 

 内容としましては、就学援助の対象となる

のは太子町立の小学校、中学校に在籍する児

童・生徒の保護者で、生活保護世帯の教育扶

助を受けていない、そして生活保護世帯に準
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ずる程度に困窮している等の理由によって教

育委員会が認定した世帯ということになりま

す。就学援助の費用は、文具等の学用品費と

靴、上履き等の通学用品費、それと学校給食

費、修学旅行費については実費を援助してお

るところでございます。この就学援助につき

ましては、希望される保護者の申請によりま

して一定条件を満たした就学困難な児童・生

徒の保護者に対しまして、経済的な援助を行

っているということでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ５項目め以降

となりますが、お答えを申し上げます。 

 親御さんが職を失い、子供の虐待につなが

った様子のお尋ねでございますけれども、一

般的には失業によりまして収入が途絶え、生

活困窮が原因で精神的な不安定な状態が続く

といったことで、児童虐待につながるといっ

たことが考えられております。また、児童虐

待につきましては将来の不安、また子育てに

よる悩みや不安、そういったことで親の子育

て力、また思考力の有無が大きく影響をして

おるということが言われております。一般的

に、児童虐待というのは潜在化といったこと

が従来からも指摘をされておりました。そう

いったことから、本町におきましても、お尋

ねの実態、実数についてはつかめておらない

というのが実情でございます。この職を失い

といったことでの今般のお尋ねの件につきま

しては、問題件数としては上がっておらない

ということでございます。 

 次に、６項目めでございますが、親御さん

が生活また雇用の面といったことで窓口に相

談があったかどうかということでございます

が、本町におきましては、ご両親のうち職を

失って、その職を失ったことによる相談とい

ったことはございません。相談といいますの

は従来からございます、子供さんを抱えられ

て離婚をされた母子相談といったことがござ

いますけれども、職を失ってという昨年後半

以降の、特にこの世相を反映した相談はない

というとこでございます。 

 また、相談に来られた方につきましては、

当然県の健康福祉事務所の母子自立支援相談

員と連絡をとり合いまして、きめ細かな支援

をしておるというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、何点か続けてお

伺いいたします。 

 私はこの質問をさせていただくに当たり、

子ども貧困白書を取り寄せて、ＮＨＫで言っ

てましたので、それでいろんなことを研究し

てみました。すると、今、次長が言われまし

たように、就学援助制度が自治体においても

格差があるように聞いております。その中で

就学援助の対象範囲ですが、要保護とか準要

保護が対象になるということで、準要保護に

関しては生活保護を受けられないけれど、同

じような貧困状態のある方のことを言うそう

ですが、生活保護の方は学校の給食費とか通

学用品費とか学用品費とか修学旅行費が免除

になるわけなんですが、準要保護の場合は市

町村によって一般財源化されておりますが、

これについては少し差があるように聞いてお

ります。そして、憲法、今次長が言われまし

たように26条においては、すべて国民は法律

の定めるところにより、その能力に応じてひ

としく教育を受ける権利を有するというふう

に書いてありますが、やはり義務教育の場合

はそういう市町村によっていろいろと授業料

の無償化とか、そういうことであるわけです

が、やはり地域間格差があるように思ってお

ります。今言われるように、修学旅行につい

ては生活保護の方は例えば国庫補助なんかで

援助があるわけですが、準要保護については

どのようになっているのか。 

 それと、この白書の中に書いてあるのは、

給食代においても私が調べたところによる

と、要保護と準要保護と学校によって、今給

食代は無納がないというんか、入ってるよう

に言われましたけれど、これは市町村が要保

護と準要保護の方は援助しているかと思いま
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す。だけど、小学校関係を調べてみますと、

給食代を民生委員さんにお願いし書類を出さ

れたという方が、斑鳩小学校の場合３名だっ

たのが今申請が10名出てるとか、太田小学校

の場合40名が増えているとかというふうに聞

いております。太田小学校の場合は21年５月

の福祉文教常任委員会の資料では1,077人で

したが、今は1,080人ほど児童がおります

が、やはり最近、民生委員さんの話によりま

すと、すごくもう申請が多くなったと、私と

こでも２件ほど増えているということであり

ましたが、学校については給食を無料にする

ということに対して、判定が年２回されるよ

うに聞いております。その中で、学校と民生

委員さんと教育委員会でその判定はするとい

うて聞いておりますが、最近出ておりますの

で、やはり生活苦でいろいろと難しい点があ

ろうかと思いますが、この判定について保護

者の方は出して、ああ、何とかしてもらいた

いなという方があるんじゃないかなと思って

おります。 

 それから、２番目の保健室でパンや食事を

もらって栄養源が給食だけという子供が、

今、次長は太子町にはないと言われましたけ

れど、現状あるそうです、調べたところで

は。それで、男の方は意外とそういうのを気

づかれないかもわかりませんけど、本当は保

健室の先生がパンとかおにぎりを子供に与え

てはならないとなっているらしいけれど、そ

ういう貧困の、食事をとれない子供がいるた

めに、太子町ではないけど、ほかの学校では

そういうふうに手だてをしているそうです。 

 それから、ＮＨＫで報道されているのはこ

の私立の学校の子供でしたが、私立の学校の

場合、月の授業料が４万円から５万円という

ふうに聞いております。その中で2009年３月

末、28都道府県の311校の回答を得、128の中

学校の回答を、私立ですが、もらったところ

によると、生徒数、高校の場合は26万834人

中４分の１の学校の回答率があったんです

が、中途で学校をやめている子供が幾らか

1,000人中２人とか、３カ月以上学費を滞納

している子が66％、全体で言うと1,000人に

３人ぐらいのところがあるんですが、過去で

最も2009年３月末には多くなっているという

ことです。それで、太子町の場合は把握され

ておりませんが、私立中学校、高校について

は0.5％、中退しているように聞いておりま

す。太子町としても義務教育は中学校までで

すけれど、現状を調べて貧困状態を見る必要

があるかと思います。そして、子供たちは生

活の状態が学校としては見えにくい部分があ

りますが、服装とか何かでそういうことで現

状が先生方は教育現場でよくわかるかと思い

ますので、そういうことは把握をしてほしい

なと思っております。 

 それから、５点目について、今、太子町の

子供の虐待につながる様子を、実態はつかめ

ていないという部長のそういうことでありま

したが、私、何年か前、五、六年前でした

か、ちょっと保育所を調べたときに近所の通

報で虐待があって、保育所の園長さんが訪ね

ていかれたとか、そういうことを聞いており

ます。それについても、太子町としてはいろ

んな方向から実態を把握する必要があるんで

はないかと思います。 

 ６点目についても、両親の相談はないとい

うことでありましたが、町長の施政方針でも

ありましたように、世間風潮が、きのう施政

方針の中でも「誰もが支え合って暮らせるま

ちづくり」の第２項目めの中で、第３点目、

地域で支え合う体制の確立の中で出ておりま

したが、雇用環境の急速な悪化に伴い、余儀

なく職を失われた方がたくさんあるかと思い

ますが、これについても経済建設の所管で緊

急雇用対策の一環として、下水道の接続を未

接続の関係で雇用を確保し、その方々を採用

し働いていただいているというふうに聞いて

おります。それで、もう少しＮＰＯとか社協

とかの関係で、相談に来られた場合、社協の

貸し付けとか、そういうことをお勧めするべ

きではないかと思いますが、それについて何

点か答弁お願いいたします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 
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○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 まず、１点目でございますが、幼・小・中

の給食費が払えないというんじゃなしに、小

学校、中学校のこの準要保護の関係で言いま

すと、今、橋本議員が言われましたように、

準要保護では福祉文教のほうにも報告させて

いただいたところでございますが、21年度の

12月末では小学校では97名、それと中学校で

は48世帯に対して支援をさせていただいてい

るというところでございます。 

 それと、食事ができずに保健室に来てパン

を食べたりしている、それによって元気が出

るというんじゃなしに、それは私もなかなか

朝御飯食べていない、それで担任の先生が別

室で見えんところで要するに朝のパンなりそ

ういうことを食べさせたというようなこと

は、それはもちろん聞いております。ですか

ら、それが何人かというんじゃなしに、それ

は年によっても違うでしょうし、そういうこ

とは担任が気をつけてやっているというよう

なことは聞いているところでございます。 

 それと、３点目の各学校園で子供のそうい

う把握ができているかということですけど

も、これにつきましてはただいま答弁させて

いただいたんですけども、担任が家庭訪問す

る中で就学支援、いわゆるそういう制度がご

ざいますよというようなことで紹介をしたり

しておりますので、どちらかといえば最近は

年々準要保護の家庭が増えてきているなとい

う傾向にあろうかというふうに思います。 

 それと、高校生。これにつきましては私ど

もの把握はできないという状況でございまし

て、教育委員会ではちょっと無理かなという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ５項目めのご

質問でございますが、過去には虐待といった

ことで件数的にも挙がっておりました。私、

先ほどご答弁申し上げましたのが、この平成

21年度、特に金融危機以降の派遣切り等々が

世間で言われ、職を失われたといった方の状

況をもとにした答弁でございましたので、ず

っと過去にさかのぼればございます。 

 虐待につきましては、法律も改正になりま

した。あらゆる人が虐待の発見といいます

か、そういうふうに努めるということになっ

ておりますので、そういったことではネット

ワーク化をしておるということでございま

す。ただ、ネットワーク化しましても問題が

潜在化をするといったことの深さというのは

あるということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 それでは、今答弁いただき

ましたように、給食代については準要保護の

家庭が増えているようで大変かなと思います

が、財政困難の折、申請が出ましたら判定の

ときに、太田小学校では３月５日に判定があ

るそうですが、やはりよく見据えて、大変な

親御さんが多いので判定をうまくやっていた

だきたいと思います。 

 それから、虐待については発見の努力に努

めるということでありましたが、それではよ

ろしくお願いいたします。 

 それから、親が生活雇用で役場に相談に来

られたら、母子家庭の場合が多いということ

でありましたが、もしお父さんでも来られた

ら、優しくいろんな制度があることを教えて

あげてほしいと思います。 

 それでは、２点目に入ります。 

 無縁社会の広がりについて。 

 都会で働き盛りの息子は住み、田舎で年老

いたひとり暮らしの方が多くなっている。ま

た、仕事の都合で親子別々に住んで、都会の

ひとり暮らしの方も隣人の顔も名前も知らな

い、近隣づき合いのない人が多いと聞いてお

ります。太子町もだんだん都市化になり、近

所づき合いのないひとり暮らしの方が増えて

います。 

 先日、姫路市勝原区のほうでお弁当の配達

の方が２日間そのままである、様子がおかし

いと言われ、緊急連絡先の親戚に連絡された
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ら、居間は電気がついている、テレビもつい

ている、ふろの窓がかぎがかかっていなかっ

たので、はしごで中へ入ると、死亡されて２

日たっていましたということでありまして、

すぐに警察が来たそうですが、殺人か大騒ぎ

したそうですが、そうではなかったとのこと

です。 

 ひとり暮らしの方でも元気で外に出られる

方は安心ですが、足腰が弱って家の中ばかり

の病弱な方が太子町でも多く見受けられま

す。行政としてはどのように実態を把握され

ているか。 

 それと、若者のひきこもりの件で１つの例

ですが、働き盛りのばりばりで仕事をしてい

た若者が急に解雇になり、親が病気になり看

病するようになりましたが、外に出ることが

なくなり、うつというか外とシャットアウト

し人と話すのが苦痛になり、ぼおっとして親

の看病も放棄する、そんな人がいます。相生

と太子町においても、小学校か中学校でいじ

めに遭って人間不信になり、高校にも行かず

家に閉じこもりっきりの男性を知っていま

す。 

 そこで伺います。 

 １、ひとり暮らしの方の75歳以上の実態と

対応について伺います。 

 ２点目、ひきこもりの若者の実態と対応に

ついて伺います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） お答え申し上

げます。 

 まず、ひとり暮らしのお年寄りの実態と対

応でございますが、この平成22年１月末現在

で494名がおられます。本町におきましても

増加の傾向がございます。 

 その把握でございますが、災害時における

要援護者の登録を兼ねまして、民生委員、児

童委員さんを通じまして、行っております。

そのうち、75歳以上の方につきましては、従

来申し上げておりますように、地域包括支援

センターから委託をしております社会福祉法

人聖園さんとまほろばの里、２法人でござい

ますが、そこの職員によります自宅訪問を行

いまして、身辺の状況の把握とか福祉サービ

スの紹介を行っておるというところでござい

まして、その状況を報告をもってお聞きして

おるという状況でございます。 

 福祉サービスの例といたしまして、これも

ご存じのことなんですが、24時間相談ができ

ます、安心見守りコールがございます。現在

112名利用されておりまして、従来の消防署

との一方通行的なものに比べますと、非常に

受信の内容も相談事項が多いようでございま

す。また、ボランティアによります給食サー

ビスの利用、また介護予防のためのいきいき

教室、地域のふれあいサロンへの参加を促し

ておりまして、地域で暮らしを継続していけ

るように支援を申し上げておるというところ

でございます。今後とも、ひとり暮らし高齢

者が生き生きと地域で生活できますように支

援に努めてまいるというところでございま

す。 

 次に、ひきこもりの若者でございますが、

このひきこもりにつきましては、テレビ等々

でも報道されております。それによります

と、幼児期からの教育環境が大きく影響をし

ておるということで、親としての子育て力、

日常生活におけますところの親と子供さんの

接し方等々が要因かなといったことが伝えら

れております。また一方で、この高度なＩＴ

社会の到来によりまして、生活する上では非

常に利便性が高まっておるんですが、小さい

子供さんのころからテレビゲーム等に時間を

費やしまして、一人で遊ぶ習慣が身について

おるというところで、だれからも干渉をされ

ないといったことを望みまして、生活をして

いる若い人が増えているんではないかといっ

たことも言われております。人とかかわり集

団生活を通して生きる力というのは培われる

わけですけれども、それらをみずから拒んで

物事に対する無気力状態といったことがひき

こもりにつながっておるというようなことが

言われております。 

 本町におきまして、お尋ねの若い方の人数
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的なものは把握はできておりませんが、相談

件数としましてはこれまで２件あったという

ように報告を受けております。それらはいず

れも社会福祉協議会が実施をしております心

配ごと相談のほうにご案内をしたというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 それでは、ひとり暮らしの

方については494名、災害時の民生委員さん

とのあれでそういうことでありましたが、

75歳以上については地域包括支援センター、

まほろばと聖園でしたね、その方々が自宅訪

問され、安心かなという部分もありますが、

それから安心見守りコール事業については

110名ということで今部長より説明がありま

したが、これについても私、平成18年６月の

定例会でもひとり暮らしの老人対策について

お尋ねしたこともあるんですが、ひとり暮ら

ししてても意外と女性は強く生きられて、生

活の自立ができるわけですが、男性の場合は

炊事とか洗濯とか、なかなか嫌な方というん

でしょうか、できない方が多いので、私は心

配しております。病弱な方が、特に私は心配

しておりますが、去年からでしたか、町長の

施政方針にもありましたように、安心して老

後が迎えられるために、ひとり暮らしの高齢

者のために安心見守り事業が継続されており

ますが、これは緊急通報装置の後、そういう

ふうに移行したかと思いますが、これ設置す

るに当たり個人負担があって、全員がされて

いるようには思っておりません。だから、

110名のうち何人かはしたいんだけど、自己

負担があるのでちょっとためらっておられる

老人があるかなと私は想定しておりますが、

それについて伺います。 

 それと、今ひきこもりの若者についての実

態を把握されてないようですが、過去には２

件ほど相談があって社教の心配ごと相談に相

談していただいたということでありました

が、一つの例ですが、ひきこもりの若者に対

する支援を東京の足立区では若者の自立塾と

いうのをＮＰＯと民間とが組織を連携しなが

らつくって、プログラムをつくりながら効果

を上げていると聞いております。それで、兵

庫県の場合は「やまびこ」という若者の集団

で生活して自立ができる、そういうところが

あるようにも聞いておりますが、太子町とし

て県立のやまびこに行かれているような若者

はあるのでしょうか。それについて伺いたい

と思います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、安心見

守りコールのお尋ねでございますが、設置に

際しましての費用といったことは求めておら

ないというように思います。 

 それから、やまびこへの太子町内の方のお

尋ねでございますが、実数についてはわかっ

ておりません。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 それでは、いろいろちょっ

と無縁社会が広がりつつ全国的にありますの

で、お年寄りについては地域が連携をとりな

がら、勝原の例のことのないように地域が支

えていってあげる、そういう組織体制という

んでしょうか、連係プレーをしてほしいと思

います。 

 それと、今若者については把握されていな

いようですが、私も何人か知っておりますの

で、もし相談があれば早く社会復帰していた

だくために、こういうところがあるんですよ

と行政として指導していただいて、いい方向

に向かえるようお願いしたいと思います。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で橋本恭子議員の

一般質問は終わりました。 

 次、上田富夫議員。 

○上田富夫議員 それでは、通告に従いまし

て質問いたします。 

 学校給食について、一遍で全部７つまでお

尋ねしてます。一遍でいきます。 

 できましたら、次長は２年間おつき合いし

たんで、次長のおっしゃることは大体わかっ

てますんで、教育長か町長にお答えをいただ



－56－ 

きたいと思います。私見で結構ですから、難

しいこと聞いてませんので、教育長なら教育

長が感じられとることをおっしゃっていただ

いたら、それで私はいいんですけども。 

 そいじゃ、お尋ねいたします。 

 まず、学校給食についてですけども。 

 洗剤混入事件で教育委員会は総括をしてき

たわけなんですけれども、その総括について

はここに資料をもらっとるわけなんですけれ

ども、これが総括とはとてもじゃないが言え

ない、言えんようなもんなんですね。それ以

降、学校給食会等でいろんなことをおっしゃ

ったり、それから教育委員会でもいろんなこ

とをおっしゃっとんですけども、あちこちで

いろんなことをおっしゃるんやなしに、きち

っとした教育委員会としての総括というもの

はして、これが教育委員会の総意の総括やと

いうふうなんを出すべきやと私は思うんです

けれども、そのことについてお尋ねいたしま

す。 

 それから、２点目ですけれども、学校給食

の運営と会計、かなりの金額になるわけなん

ですね、学校給食というんは。学校給食会の

会計ですけれども、ここにいただいとんです

けれども、会計で会計監査も何ら異常なしと

いうて、会計監査が出とんですよね。給食会

の棚卸し、わかりますね、食材の棚卸し、こ

れが決算上はゼロなんですよ。ゼロというこ

とはまずあり得んでしょ。たとえしょうゆの

１瓶、油の缶の一つ、砂糖の１袋、必ず残る

はずなんですわ。だから、それを棚卸しする

というのは、企業でもどこでも一緒ですけど

も、棚卸しせなんだら決算できんのですよ。

だから、必ず棚卸しするんですけれども、ゼ

ロっちゅうのはよほど特殊な場合でない限り

ゼロでないはずなんですわ、それがずっとゼ

ロでしょ。その辺について、実際まともな会

計がやられとんかどうかということについて

お尋ねをいたします。 

 それから、３番目ですけれども、米飯の給

食ですけれども、学校給食会の会議録を見て

みますと、委員の中から米飯を増やしてくれ

という要望が出てますね。それについて当局

のほうは、いろんな諸般の事情によって米飯

を増やせへんと、現状増やすのは難しいとい

う答弁をしてますけども、本当に真剣に考え

てどことどこが問題があって増やせんのかと

いうことについてお答えをいただきたいと思

います。 

 ４番目、地産地消ということで、給食の食

材というのは、新聞の社説の中にでも出とる

わけなんですけれども、どういうことを言わ

れとるかというと、昔からですよ、明治の以

前から、ずっと紹介したら長うなるんで言い

ませんけれども簡単に言いますと、自分の住

む土地の、昔のこっちゃからより四方、自分

の住む土地のより四方以内でとれるしゅんの

ものを食べるというのは人間にとって一番体

にいいんやと、健康にもいいと。今みたいに

中国からや外国からやというて世界じゅうか

ら、これはやむを得ん状態なんですけども、

できれば、できればやっぱり地産地消という

のがもう何よりも理想的やと。戦後コッペパ

ンや脱脂粉乳で始まった学校給食が、今やそ

うやないでしょ。学校給食法も改正されて、

栄養が目的の給食から食育へと転換したわけ

ですよ。それから、地元の食材を使うという

ことは、いろんな面からいうても、今やまあ

常識になっとるわけなんですけれども、太子

町は年間、学校給食の食材、金額で幾らぐら

い使っておりますか。それで、そのうち地元

の食材に幾らぐらい払っておりますか、お答

えいただきたいと思います。 

 それから、５番目に調理を委託しとるわけ

なんですけれども、本当に委託というのがベ

ターなんですかね。家庭の主婦というのは、

何十年も包丁を握ってなべで調理するわけで

すわね、これ職人なんですわ。だから、しか

も自分たちの地域、あるいはひょっとしたら

自分の子供かもわからん者に料理をするわけ

ですよ、もし以前の直営で調理しておったよ

うな場合には。その愛情というか料理に込め

る気持ちというのは、時間から時間働いたら

ええという、そういう人たちが料理するのと
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は私は全然違うと思うわけです。そういうこ

とも考えて、本当に調理というものが合理化

というか、コストだけで考えていいのかどう

かというのもあるわけなんで、その辺につい

て教育長の考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

 ６番目に、地産地消というのは先ほど言い

ましたけれども、学校給食だけで太子町でと

れる米の、例えば学校給食を今は週に３回が

米飯で、それを全部米飯にした場合には太子

町で今とれよる米の５分の１ぐらい使うんと

違うんかなと思うんやけども。だから、太子

町は半分休耕田ですからもったいない話で、

休耕田というのは僕は宝の山や思うてますか

らね。草生やしてほっとくというようなこと

せんと、町が率先して田んぼの新しい農業の

あり方というものを考えて、給食というのは

主なまとまった消費ですから、そこを核にし

て農業の育成、ひいては産業の育成につなげ

るというようなことをされたらどうかと思う

わけなんですけれども、これは町長のお考え

を聞いておきたいと思います。 

 それから、７番目についてですけども、契

約についてですけれども、契約というのはず

っと以前から指名競争入札をとってきとった

わけなんですけども、一般競争入札がいいと

言いながら、地域の企業を育成するためとい

うことでそういう形をとってきたわけなんで

すけど、最近は随契という見積入札の形で非

常に不明瞭なことが起きて、しかもその落札

率が99％を超えてますね。こんなことが普通

常識で考えられんような入札、落札金額とい

うのは改めないかんと思うんですよ。結果的

になったんやとおっしゃるわけなんですけれ

ども、結果的になったということは談合した

結果そうなったのか、あるいは入札の見積金

額を漏らしたからその結果なったのか、どの

結果というのははっきりさせてほしいんです

よ。ほんまに自由に全くの競争で99.何％と

いうのが何回も続くというのは考えられん。

そら、まぐれということがありますから、下

手な鉄砲も数打ちゃ当たるというて、たまに

は当たることはあるけども、今回のようにず

っとその99を超えるちゅうのは、それはだれ

がどう考えたって不自然ですからね。税金は

みんなのもんなんですから、毎回言うようで

すけれども、町長のもんでもないし、行政の

もんでもないし、税金は町民のもんなんで

す。だから、公平に正しく使ってほしいとい

うのが私の願いなんですけれども、その契約

について何かおっしゃることがあればお答え

をいただきたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 洗剤混入事件につきましての総括というこ

とでございますが、私ども特別委員会、また

常任委員会等々でご説明を申し上げたとおり

でございまして、この事件については故意に

洗剤を投入されたということで、児童・生徒

並びに保護者の方々には大変ご迷惑をおかけ

いたしまして、非常にまことに申しわけなく

思っているところでございます。事件以来、

現場職員、また調理業務の監督者としまして

も衛生管理を徹底しまして、安定した給食の

提供に努めておるところでございます。 

 それと、２点目の学校給食会計の棚卸しに

ついて、棚卸しの金額がゼロじゃないかとい

うことでございますが、これにつきましては

基本的にはご存じのように我々の官庁の会計

を単式簿記でございますが、それを準じてや

っているということでございますので、その

中でもそこに今、上田議員が言われたよう

に、しょうゆ何本残っとるとか、油関係、て

んぷらの油が何斗、１斗缶が残ってるという

ことになれば丸々上がってくるんでしょうけ

ども、会計３月末にはなるべく使い切るよう

にということで、封をあけた状態で何ぼか残

っておるんではございましょうけども、そう

いうふうなことにはなってないということで

聞いております。 

 それと、米飯給食のあり方について町の方

針は、米飯を増やせない理由ということでご

ざいます。これは上田議員が今おっしゃった
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ように、米飯については週2.5回でございま

す。これについては今のセンターでは米飯は

1,500食、１日で炊いているところでござい

まして、あとざっと4,000食でございますの

で、今それには対応できないということでご

ざいます。ですから、これを4,000食、米飯

給食全部するということになれば、今の米飯

を炊く機械、それを少なくとももう１基を増

やしていかなければならないだろうというこ

とになります。それにはスペース的なことも

ございますので、今の現状でやれというよう

なことは到底無理だろうと、１つの機械をこ

れ例えばずっと使うんでしたら、それはでき

んことはない。しかしながら、例えば２時ま

でかかるとか、その時間内にはおさまらない

ということになろうかというふうに思いま

す。 

 それと、４点目の給食の食材を地元で求め

るかというようなこと、昔から言われており

ます地産地消、より四方、そのとおりでござ

いますけども、給食の食材につきましては国

内産で産地・製造者の確認のできる食材を確

保することを考えております。国産、それか

ら兵庫県内産、それと地元ということを原則

にして、安心・安全な給食の提供を第一に考

えて食材を選定しております。また、価格に

ついては業者から見積もりを徴しまして、同

時に商品の見本の提供をいただいて、両方吟

味しながら選定をしているということでござ

います。それと、またこれからも地産地消を

推進するためには、野菜においては太子町の

夕市部会からの購入、みそにつきましては加

工グループ、またはタケノコにつきましては

松尾農産加工組合から購入しておりますの

で、可能な限り今後も継続していきたいとい

うふうに考えております。 

 それと、地産地消、それとあわせてですけ

ども、太子町の米の話なんですけども、太子

町は減反して大体今240ヘクタールぐらいだ

ろうと。全体的には480ヘクタールぐらいご

ざいます。生産量は大体240ヘクタールで

1,000トン、太子町全部つくると2,000トンぐ

らいになるだろうということでございますの

で、給食センターでその５分の１は使ってい

るか、それは当然そこまではいってないとい

うことになろうかと思います。 

 それと、委託の件でございます。これにつ

きましては、ご承知のように44年１月にセン

ターが開所して以来、36年たっておるわけで

ございますけども、この本町の地形、また行

政区域から共同センター方式で取り入れて効

率的であるということで継続してきたところ

でございます。そして、20年度からは調理業

務を直営から民間委託に切りかえたというこ

とで、効率的に運営ができるというふうに私

どものほうは考えておるところでございま

す。 

 それと、ここに聞かれてました、第三セク

ターや自校方式というようなこともございま

すけども、これにつきましては今後の本当に

給食のあり方、効率的を追求していくんか、

それを今議員のほうが言われましたように自

校方式で子供らに直接見れるような格好でや

っていくんか、これについては今後本当に根

本的に給食センターをどうしていくかという

ことの中で協議を今後はしていくところでは

ないかなというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 地産地消の関係で６番

でお聞きをされているところでございます

が、もう先ほど次長のほうからも報告があり

ましたように、できるだけ地元からの供給と

いうことは考えておるところでございます

が、しかし、今給食センターの運営につきま

しても、やはり安定供給ということも考えて

おかなければいけない。また、業務の効率化

というようなところも考え合わせながら、現

在のところは太子夕市部会ですか、そちらの

ほうからも食材を入れていただいておるとこ

ろでございますが、これが年間通して可能で

あるかというと、なかなか難しい問題もござ

います。また、みそ関係ではできるだけこの

太子みそを使っていただくいうようなことで
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考えております。 

 また反面、地元でとれたものといいます

か、そうしたものを大きく広げていくとい

う、大々的にやるというようなところは、先

日道の駅みつがオープンいたしました。うら

やましいなと思いましたのが、たつの市御津

町には海のものが年間常時供給され、また野

菜関係ですね、そうしたものも成山新田等々

のほうからもふんだんに供給ができるという

ようなところで、また生産者もはっきりと明

示されて置いておられたというようなところ

でございますが、今太子町でそうした作付か

ら手がけていかないと、今現状ではなかなか

難しいなという思いでございまして、おっし

ゃってますように休耕田がたくさんあるじゃ

ないかということで、その休耕田を一括して

やれるかというと、なかなかその方策が、

個々の地権者もございますので、難しい問題

になろうと思います。でき得るだけ今の夕市

部会をいかにして活性化させていくかという

ところは今後とも考えていきたいなと、この

ように思っております。 

 また反面、太子みそのほうは東京の県人会

を通じてある程度の消費が、また注文が町の

ほうに入ってきているという現状でございま

すし、そうしたところは我々も機会を見つけ

て地元の食材関係等々はアピールをしていき

たいと、このように考えるところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 随意契約のこと

でございますが、99％以上ということで、談

合か価格を漏らしているのかというような疑

問もあるということでございますが、この随

意契約のあり方につきましては、改善すべき

ところは改善していこうという姿勢ではござ

います。町の内部の入札検討委員会におきま

して、この22年４月より地方自治法の施行令

の原則を尊重いたしまして、130万円以上の

工事、また業務の委託等50万円以上のその他

のものにつきましても、入札にするというこ

とを決定いたしております。今まで見積入札

としていたところもございますが、今申し上

げましたような形でいこうということでござ

います。ただ、施行令167条の２第１項の第

２号から９号までの随意契約、これは緊急性

とか競争入札に付すことが不利と認められる

場合ということでございますが、そうしたも

のにつきましては内容を十分に精査しながら

その取り扱いでは尊重してやっていきたいと

いうことでございます。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。ご

指名がありましたんですけれども、次長のほ

うがより詳細で経緯をよくわかっております

ので、ちょっとそれのほうが適切だと思いま

して答弁をさせていただきました。 

 その中で、調理について親は職人であると

いうようなことがございました。全くそのと

おりでございます。親の愛情がこもった食

育、食事というものによって、子供は健やか

に育っていくものと私も信じております。そ

の中で親との会話、親とのその恩というんで

すか、感謝というんですか、そのものもはぐ

くまれていって大人になっていくんじゃなか

ろうかと思います。 

 ただし、今の現状で学校のほうで遠足並び

に宿泊的集団行事をもちまして、１食の弁当

を要求しましたにもかかわらず、ファストフ

ードというんですか、その辺のコンビニで弁

当を持参させる親が多うございます。今の社

会風潮というんですか、社会情勢によってた

だ１食の弁当がなかなか入りにくい状況にな

っております。そういう中で、これからもや

はり学校給食というものを続けていかなけれ

ばならない状況が続いているわけでございま

すので、よりよい給食を目指していきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 くどくどと言いませんけれ

ども、きのう意見書も出し、それから特別委

員会の審査意見も出させてもらったんですけ
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れども、きのうのきょうやからまだ何か読ん

でもうとらへんような答弁になるわけなんで

すけれども、一つしっかり読んでいただきた

いと思います。 

 塚原次長にはもう言うたってしゃあないか

ら言いませんけど。ただ、教育長、これから

はどうかと思うんやけど、前の教育長は事件

が起きたときに給食センターへ行かれたんで

すよ。そしたら、そこで働いとった女性の

方々、どない言うたと思う。あそこの事務所

で偉そうにふんぞり返っとったらしい。ほし

たら、あの偉そうにしとうおっちゃんだれや

言うて、みな言うたらしいんや。それぐらい

給食センターに無関心やったということなん

ですよ。びっくりしたんですよ、私は。少な

くとも１週間に１遍ぐらいは足運んで、頑張

ってもらいよんなと、気をつけて給食つくっ

てなぐらいな声をかけとったら、あんなこと

にはならなんだんですよ。それが教育長の顔

を知らなんだと。これがあっこのああいう事

件を起こした、僕は根本的なとこがあると思

うんですよ。 

 だから、とりあえず人なんですね、人づく

り、これが太子町には一番私は今求められて

おると思うんです。先ほど町長がおっしゃっ

たように、よその町がいろんなことを太子町

にないものがあってうらやましいなと、太子

町もあんなやったらなというようなことをお

っしゃったんですけど、私はよその町へ行っ

たときに聞かれるのは、太子町ぐらいええと

こないでと、仕事するのに商売するのに。何

でやと言うたら、あんな小っさいとこにあん

だけ人がおるんやないかいと、人がおるとい

うことは購買力があるんやと、それを自分と

こで買わさんと、みんなよそ行って買わせよ

ることは地元がのそいさかいや言うて。よそ

は過疎化のとこは、いかにしてよそから人に

来てもらおうかというて一生懸命知恵絞るわ

けですわ。ここは寝とったって人寄ってくる

から、努力せんわけです、太子はね。そうい

う面で、夕市の人に言うたことあるんですけ

れども、作物つくるより人つくりなと。人づ

くりがまずは大事、第一ですよというて言う

たことあるんですよ。夕市の人もそういうと

こがあるんですね、太子ではなあ言うておっ

しゃるんやけど、太子ぐらいいいとこないと

思うんですよね。 

 そういう面で教育長、もう少し学校だけや

なしに教育委員会が管轄しとる、むしろ学校

というよりも日の当たらんというたらごっつ

い語弊あるんですけど、勝手に当てんように

しとるだけで、それじゃいかんのですけど

も、ふだん余り気にかけてないところこそ気

を配るということが、私は管理者としての一

番大きな責任やと思いますよ。 

 トヨタの社長がアメリカ行って何を言うた

かというたら、結局今まで末端の販売店に行

ってないと、社長自身が。非常に申しわけな

いと、これからは来ますということを言って

ましたけど、あれ当たり前なんですよ。末端

のことを知らんねんて、一番、社長、偉い人

は。町もやっぱり偉い人は末端のことを知ら

ないかんのですよ。 

 そういう意味で、教育長はまだ就任されて

間がないですけれども、もう少しやっぱりそ

の辺の気配りというのをされると、給食問題

についても二度と起きないと思います。それ

にはまず教育長、一遍調査してみずから一遍

総括してみてください。これ出てっとうとい

うたら、総括ちゃうんですよ、これ。設備の

改善とかね、施設の管理とか調理器具とか、

こんなもんが総括やと出てきとんですわ。一

遍これ、まだ教育長、多分見られたことない

と思うんですけれども、一遍見てください。

これは事件の経過報告であって、こんなの総

括でないから、一遍自分で総括してみてくだ

さい。人頼みやなしにね。自分できちっとさ

れるということは大事やと思います。それ１

点、お聞きします。 

 それから、学校給食会の会計が不正がない

とおっしゃいましたけどね、ほいたら全部出

してってください。そないおっしゃるんやっ

たら、納品書から全部出してください。そん

な棚卸しがゼロというようなこと考えられへ
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んやないか。あんた、仕入れの金額、年間幾

らですか。お聞きします。仕入れの金額、ま

ずそれをお尋ねします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをします。 

 学校給食会計の決算書をお手元に持ってお

られると思いますので、それを見ていただい

たらわかるだろうと思いますけれども、１億

6,700万円程度ですね。それと、今ちょっと

言葉足らずになったんですけれども、地元の

太子夕市部会が167万2,000円、私が担当しと

るときは七、八十万円だったと思うんですけ

ど、倍ぐらいになってるなあというふうに感

じております。ですから地元は、太子の加工

グループ、夕市、それと松尾農産で230万円

ほど、２％ぐらいですかな。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） いや、上田議員ちょっ

と待ってください。教育長の総括って言われ

たのは…… 

（上田富夫議員「いや、そりゃもう要

望や」の声あり） 

 要望でいいですね。答弁は要らないね。 

 上田議員。 

○上田富夫議員 自分で総括をしてもろうて

また聞きます。 

 おっしゃるとおり、１億六千百何十万円で

すわね。通信費が十何万円ありますから、一

応ざっと１億六千余りですわ。それだけの食

材を動かしよって、そんなもんゼロというこ

と考えられる。１億6,000万円の食材です

よ。どんな決算しよるかわけわからへん。ほ

んまにゼロ。 

 そうやったら、僕は２月、３月に仕入れた

物の何を見てみたいんや。そら大体使い切る

わな、食材やから。けど、油とか砂糖とかし

ょうゆ、あそこ缶缶で置いてあるやないか

い。油なんか１斗缶でこんな積んであるやな

いかいな。あれ油と違うんかいな。しょうゆ

も積んであるで。この間倉庫見てったらそう

やがな。 

 だから、こんなもんぐらいええやろという

ようなやり方はだめなんや。決算というの

は、いや、こんなこと私は言う必要ないんや

けども、１円まで合わないかんのですよ。そ

れが決算ですねん。それがゼロっちゅうのは

これはもうどう考えても、予算ならわかりま

すけど、決算でゼロっちゅうのは絶対、そら

やっぱり幾らかあったら、それは金額に換算

して例えば、極端な話ですよ、しょうゆ１升

あってもそれは金額に換算して幾らやという

て棚卸しで上げるべきです。それが正しい会

計のあり方ですから、もうあんたに言うても

しょうがないから言いませんけど。 

 それから、米飯のこと、もう塚原さんよろ

しい、あんた。米飯のことについて今言うと

んと違いますな、前から言うとるんですよ、

我々は委員会で。当然、教育長も町長にした

って耳に入っとると思うんですけれども、南

国市へ我々行ってきまして、調査をしてきま

した。当初はいろいろトラブったという話を

聞いたんです。そのトラブルというのは、調

理についてのトラブルやなしに仕入れ先のト

ラブル、いわゆる県の指定したところから買

わんと地元で食材を調達するということにつ

いて、かなり県とあつれきがあったというこ

とをお聞きしました。しかし、地産地消とい

うことで乗り切ったと。そのときに、米飯の

炊飯器で一升炊きで17人の給食ができると。

ですから、１学級で２個あれば間に合うわけ

ですね。それで、言うたら廊下みたいなとこ

に並べてやっとるわけなんですけれども、そ

れを炊けたら子供たちがよそって自分らで食

べると。一番の効果は、やっぱり非常にあっ

たかいものがその場で食べられるということ

で、食べ残しがなくなったと。日本は今飽食

の時代で、片や貧乏で食べられんという人が

世界じゅうで、日本じゃなしに世界じゅうで

アフリカ等含めて何億という人がおる中で、

日本ではどんどん食べ残しで残飯を捨ててい

くというようなことなんですけれども、そう

いうことが太子町で10％ですね、今食べ残し

が。データもらとんでは約10％、１割です

わ。それをなくするということだけでも、私
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は大きなことやと思うんで、炊飯器方式でや

ると。 

 ただ、困るのは共営食品という会社が今太

子町の米飯を委託で炊いてるわけなんですけ

れども、そこが困るから炊飯器での切りかえ

はできんという、そういうことですか。その

辺は全然関係ないんですか。契約が県の体育

協会と契約して、体育協会が共営食品と契約

して、共営食品が太子町に納品するというや

やこしいことになっとんですけれども、これ

共営食品と直接というわけにはいかんのです

かな。体育協会にどういうなにがあるんか知

らんけど、食品の仕入れも体育協会が結構多

いんですよ。もうトップですわ、仕入れの中

でやったら断トツトップ。 

 だから、その辺の道筋を変えることによっ

て、僕はもっと合理化もできるし、給食のあ

り方というものを変えられると思うんですけ

れども、その辺の考え方を変えるというわけ

にはいかんもんですか。なかなか難しいんで

すか、変えるということは。いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ教育委員会部局の

ご質問でございますが、今上田議員さん、こ

の炊飯方式というようなご提案も以前からな

されております。お聞きいたしますと、一升

炊きで１升炊けば17人ということが言われて

おりますが、炊飯だけはそれでいいかもわか

りません。しかし、その前座の米とぎからず

っと準備、それから食器の片づけ等々、そう

したものを考えますと、なかなか一気にそう

いうことを踏み切るということはできない

と、このように思うところでございますが、

今先ほど来、次長のほうが答弁いたしており

ますように、太子町の面積22.62平方キロ、

そうした中での小・中学校、幼稚園の給食提

供、これは各それぞれの学校でやるんではな

くして、センター方式をとるのが一番効率が

いいだろうということで、今センター方式で

給食を提供しているというところでございま

すので、こうしたところをやはりじっくり

と、そういうことは新しく取り組むべきこと

は慎重に対応していくべきだと、このように

考えますので、また教育委員会とも十分話し

合いをしていきたいと、このように思いま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 じゃあ、じっくりというの

はわかるんですけれども、まないたに上げて

くださいな。それから、料理すると。まない

たに上げんと、陰でごそごそやるというんじ

ゃ、まないたの上に上げるということは町民

の意見を徴するということですわ。ほいで、

広くやっぱり英知を集めて、こういう学校給

食のようなものは僕はみんなでわいわいがや

がややるということがいいと思うんです。 

 私これ18年、19年、ずっと読ませてもろた

んですけど、今回の施政方針の中でやっと出

てきたというのがこの食のことですのや。望

ましい食習慣や食材等について学ぶ機会とし

て活用し、推進いたしますというたったこれ

だけなんですけれども、ただたったこれだけ

でも出てきたん初めてですわ。今までは、建

物を建てる建てる建てる、改築する、それば

っかり出とったんですよ。もう食のことにつ

いて全然出てなかったんで、やっと出てきた

んで私喜んどんですけども、本当に真剣にこ

れ施政方針の中でおっしゃってますんで、ぜ

ひ。いや、炊飯器についてはいろいろ研究し

とんですよ、ほんまに。ただ思いついて言い

よるわけでないんです。だから、我々として

は研究した上でいいなということで、いいん

と違うかなということで提案してますんで、

そんなええかげんなことでええさかいに言う

て、よそもやりよんさかいやらんかいという

そんなもんやないんですよ。だから、町長も

今回ほんまにこの施政方針の中で食のこと

と、それからもう一つは大事なことおっしゃ

ってるでしょ。今まではとにかく基本目標、

町の基本目標“和のまち太子”の実現に向け

というのはずっと続いとったわけなんですけ

ども、今年やっと基本理念というのが出てき

たでしょ。ここに、活きるまち、誇れるま
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ち、つながるまち、安心のまち、これ基本理

念でしょ。だから、やっと出てきたんです

よ。これ大事にして理念を育ててやっていき

たいと思いますんで、一つそのことについて

も次回お尋ねしますけれども、あともう一人

あると思いますんで、この辺でおきます。 

○議長（熊谷直行） 以上で上田富夫議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中井政喜議員。 

○中井政喜議員 失礼します。 

 通告に従いまして、中井政喜、一般質問を

いたします。 

 既に当局には通告をしておりますので、明

快な回答をいただくことを期待しております

ので、よろしくお願いします。 

 それでは、質問に入ります。 

 我がまち太子町は、近年、太田、石海、斑

鳩校区で年々新たな中小規模の商業施設がで

き、太子町は着実に商業地化の様相を呈して

いる傾向にあります。また、町内の市街化区

域では、宅地開発による数多くの新興住宅、

集合住宅等が建築されて、新たに居住される

人たちで最近の太子町人口は３万4,000余名

となり、今では県下12町にあって人口規模で

一、二を争う雄町となっています。その背景

には、地理的にも恵まれ、阪神間への通勤、

通学へのアクセス等近隣市への道路網の利便

性もよく、また昭和47年に自然と調和のとれ

た播磨のベッドタウン太子を目指した総合基

本構想を定め、今日まで幾度となく計画の改

定等紆余曲折しながらも、公共施設の充実、

ライフラインの整備等々に力を注いできた結

果、住民が住み続けたい町、暮らしによい町

になってきたからだと推察します。 

 しかしながら、住む人たちの増加ととも

に、地域での課題も増加し、多種多様となる

ことは必然的に生じてまいります。町内４校

区で暮らしに関係する道路の安全対策、環境

問題等々、また学校教育に関しての幅広い問

題が懸念されております。よって、以下の点

について質問をいたします。 

 １点目、太子町各自治会からの要望書、ま

た保育園を含む学校関係の保護者から町行政

に対する要請項目の対応について、以下の点

についてお尋ねします。 

 まず、平成21年度現在、集計で何件あり、

施工を実現できた件数とその事案内容の説明

をお願いします。 

 次に、施工実現に対してどのように判断し

ているのか、また優先順位の基準的なものが

あるのかということもお尋ねをします。 

 次に、要望書・要望項目等で過去３年以上

実施できなかった件数、その事案の理由と今

後の対応について説明をお願いします。 

 次に、鵜飼自治会地先で昨年来より問題に

なっている町道域内の不法投棄の、特に国道

２号線の道路橋脚付近に粗大ごみがたくさん

放棄されております。その処置、またその周

辺地に個人の所有地ですけれども、廃品ほか

いろいろな物の野積みがこの委員会でもいろ

いろと問題にされ、また常任委員会の中でも

指摘をしてきておるわけでございますけれど

も、その業者との話し合いがその後進んでい

るかということで、先ほど来２月10日でした

か、福祉の常任委員会でもいろいろと担当課

長のほうから警察との取り組みで業者に申し

入れをしたということで聞いております。そ

ういった関係で、今後この問題についてはな

かなか今までは延ばし延ばしきているわけで

すけれども、町当局としてどういう考えでお

られるのかということも聞いておきたいと思

います。その中で、きょう朝、実を言います

と、この２月の末に業者のほうで対応をして

その処置をしていくというようなことを委員

会で聞いております。私はそれは期待して現

地を見てきたんですけれども、全く変わって

おりません。残念だなあと思います。まだ日

程的には２日あるんでそれはいいとしまし

て、どうかなと懸念するところでございま

す。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 
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 私とこの部では、産業経済課では９件要望

がございます。その中で、中身につきまして

は、農業ポンプの修繕とか暗渠排水、池のゲ

ートの修理など４件を施工済み、もしくは現

在実施中でございます。 

 それと、街づくり課ではカーブミラー以外

の要望が22件ありました。そのうち11件が対

応済みでございまして、主なものとしまして

水路壁の補修とか側溝ぶたの補修、転落防止

さくの設置、その他標識等の設置ということ

でございます。 

 それと、カーブミラー、道路反射鏡につき

ましては、14件の要望がございます。その中

で、設置済みが５基でございまして、予算の

都合上、次年度に３基を予定いたしておりま

す。 

 次に、施工実現への判断や優先順位です

が、そのもの自体の必要性とか緊急性、安全

性、事業規模とか財源とか、いろいろその辺

を総合的に判断して実施いたしております。 

 それと、３点目の３年以上未着手という件

でございますけども、これにつきましては雨

水幹線の枝線というものがございまして、こ

れは道路と並行して走っております。そうい

ったことの中で、道路の施工と同時期になる

といったことから道路の改良がまだ十分な地

元との協議が進んでおりませんので、その雨

水整備につきましてもまだ実施できていない

といったことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 生活福祉部関

係の要望でございますが、平成21年度現在

11件ございます。そのうち施工が実現できた

もの、今後予定をいたしておるものが８件、

含めまして８件ということで、未施工という

のが３件ということでございます。その未施

工の部分につきましては、後にも出てくるか

と思うんですけども、自治会での設置の範疇

であるというものが２件、あと一件は電線が

ないということで物理的に設置ができないと

いったことで３件が未施工ということでござ

います。 

 施工に向けての判断でございますけれど

も、優先順位的な基準があるかどうかという

ことですが、防犯灯につきましてはやはり防

犯対策といった面が強うございますので、現

地の状況を見まして、できるだけ要望にこた

えるというところで、具体の基準というもの

はございません。 

 ３点目でございますが、過去３年以上実施

できてない件数のお尋ねでございますが、５

件ございます。先ほども触れましたが、現地

調査の結果、やはり自治会が設置をするとい

う、自治会の範疇といったものが３件ござい

ます。電源等がなくて、物理的に設置ができ

ないといったものが２件でありまして、いず

れも要望いただきました自治会長さんには当

然協議をいたしまして、ご理解をいただいた

ということでございます。 

 それから、４点目でございますが、鵜飼自

治会地先の問題でございますが、先ほど議員

さんのほうからも言われましたように、この

２月の常任委員会のほうでお答えをした内容

と重なるかと思います。昨年の末12月25日で

ございましたですが、鵜飼自治会より太子町

並びにたつの警察に対しまして、交通障害、

環境悪化事態の改善要望書が提出をされまし

た。自治会の方々とともに、たつの警察の交

通課、生活安全課の担当者とともに現状の報

告をするとともに、改善について協議をいた

したところでございます。 

 その内容でございますけれども、敷地内に

対しましての指導というのは法的に無理であ

ると。道路上のものについては、これはもう

当然交通の妨げになりますので、交通課より

警告等の通告をし、改善が見られない場合は

処分等の措置をするということでございま

す。 

 年末に交通課より警告をしたというところ

で、ある程度の改善はそのとき見られたんで

すが、その後たつの警察の生活安全課から物

の整理をするように指導をしたというところ

でございます。その結果、１月末をめどに場
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所を移動すると、それまでに整理をするので

ということでございましたので、様子を見て

おったんですが、業者のほうから１月末まで

に移動ができなかったので、２月末に移動す

るのでそれまで待ってほしいといった連絡が

あったということで、現在その様子を見てお

るというのが現状でございます。 

 町の対応としましても、そういったところ

で現状注視というところでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育委員会関係で

は、学校関係の保護者からそういう要望があ

るかということでございますが、私ども教育

委員会へ直接保護者からの要望事項というこ

とはございません。しかしながら、毎年１

回、私ども教育委員会と小学校、中学校、先

生らと教育条件整備ということで協議を重ね

ております。その内容としましては、施設の

充実について、また危険箇所の修理とか改

善、それと教材備品の増設はできないかと

か、そういうような予算の増額等々について

協議して、できるところから順次整備をして

いるというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 いろいろとかなりの件数が

出てきてるなというのが実感としてわかりま

した。その中で、一件一件言いますと時間も

かかりますので、それはさておきまして、何

点かにだけ絞らせていただきます。 

 まず、経済建設部長のほうから言われまし

た雨水幹線の道路と並行してその要望に対す

るというようなことも答弁をいただいたんで

すけれども、当然のことながらそういった工

事については効率ということで、そのときに

一緒にやるというのは当然のことかと思いま

すが、予算の関係もあると思いますので、一

応これについてはやる方向でおられるという

ふうに理解しておりますが、大体めどとして

はいつごろされるのか、またその場所はどこ

なのかということの説明をいただきたいと。

そのほかにつきましては、カーブミラーとか

いろいろあったんですけれども、その辺はも

う私も担当の経済建設の所管におりますの

で、その辺はまたそのところで聞いていきた

いと思います。 

 それと、福祉部長のほうから言われました

例の鵜飼の自治会地先での廃電、電気製品の

廃品的なものが野積みされた件ですけれど

も、もう私もこの文面を所管で聞いておりま

すので、これは当然理解しながら質問をして

おります。しかしながら、どう見てもこの２

月末では、これは憶測で申しわけないんです

けれども、片がつきそうな気配ではないと、

このように思います。後々、これはぜひとも

地域の皆さん方は早くしてほしいと強い願望

を持っておられます。だから、私も住民の方

からなかなか前へ進まないなあということを

出会うたびに言われるんですけれども、自治

会長さんもかなり頭を痛めておられるようで

ございます。警察当局と自治会とタイアップ

してできるだけ早い対応をお願いしたいとい

うことをお願いします。 

 それと、この鵜飼の今は国道２号線になっ

ているんですけれども、この橋脚部分の町道

域に約30メーターぐらいですけど、けさも見

てきたんですけれども、はっきり粗大ごみ、

例えばタイヤとかあるいは畳、それとかテレ

ビとかもうもろもろの物が端には寄せてます

けど、約30メーターぐらいずうっと並べてま

すわ。だれが見てもこれは大変だなあという

ふうな感じを持たれますし、環境的にも決し

ていい状態じゃないし、やっぱりそこをいつ

までも放置しておりますと、またそこがごみ

捨て場になってしもうてだんだんだんだんと

増幅していくんではないかと、やっぱりそう

いう懸念を持っておるわけでございます。こ

の機会に、個人の所有地の中まではいろんな

ところで権利の問題が発生しますので、それ

は難しいと思いますけれども、少なくても個

人のエリア以外ではそういう粗大ごみの不法

投棄はなくしていくのが町当局の姿勢じゃな

いかとこのように思いますので、今後の対応
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についてその姿勢だけ、いま一度お尋ねをし

ます。 

 その２点、よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 先ほど言いました雨水整備との関連の道路

の件でございますけども、これにつきまして

は用地買収が絡む場所でございます。その中

で、やはり関係者の同意、いわゆる用地交渉

等がございますので、現状ではいつ改修でき

るかというのはちょっとわかりません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 先ほども申し

ましたように、やはり道路の交通の妨げにな

るということは法で禁じられておることでご

ざいますので、たつの警察のほうと連携をい

たしまして対処したいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中井議員。 

○中井政喜議員 経済建設部長のほうはまた

担当の所管でありますので、またそれはそれ

で聞かせていただきます。 

 先ほど福祉部長の関係ですけど、これ例え

ば不法投棄の場合は、これは町が即対応して

例えば処分するということは難しいんですか

ね。ちょっとその辺が。といいますのが、前

は太子龍野バイパスであってきた10年ほど前

は、道路の橋脚付近、ずうっと西のとこら辺

ではいろいろと家電製品が、例えばテレビが

ほかしてあったり、またいろんな粗大ごみが

放棄されてた経緯があるんですけども、最近

はそういったことはなくなってきているんで

すけれども、それはそれで非常に改善できた

なあと。その当時は生活環境課のほうでそう

いう対応をしてきていただいたように記憶し

とんですけれども、今回のようにこういった

ケースは非常に難しいんかね。ちょっとその

辺が私自身が研究不足なんかどうかわからん

ですけども、今回のような場合はちょっと難

しいんですかね。 

 それだけちょっとお尋ねします。 

○中井政喜議員 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 一般に、ごみ

というのは当然所有権が放棄されたものでご

ざいますので、所有者がない物につきまして

はそれが公のところに投棄されておるという

ことになりますと、当然処置をいたさなけれ

ばなりません。今ケースにつきましては、ち

ょうどこの敷地の前といったことで非常にそ

の区別がつきにくい部分がございまして、当

然その業者さんの所有の意思があるものにつ

いてはそこが処置しないことにはなりません

が、いや、これは勝手に置かれたもんという

ようなことでありますと、やはり不法投棄と

いうことで昨年も生活環境課のほうで処分を

したということがございます。その所有の意

思というんですか、所有権の問題で区別をす

るというところでございます。 

○議長（熊谷直行） 中井議員。 

○中井政喜議員 説明されることはよく理解

しますが、何分この問題は当事者との話し合

いのもとで当然解決していかざるを得んと思

います。はっきり言いまして、どう見ても業

者にはどうも誠意が全く見られないというの

が当局もそう感じておられると思いますし、

我々もそれを聞かせていただく中でやっぱり

相手に強く求めないと、いつまでたっても相

手もこちら側の出方を見てるというふうに思

いますので、これからも緩めることなくしっ

かりとこの鵜飼のごみの関係は対応していた

だきたいということを要望しておきます。ま

た、我々も関心を持ってどう進めていくかと

いうことも見ていきたいと思いますし、よろ

しくお願いします。 

 じゃあ、この件につきましてはもうこれぐ

らいにしておきます。 

 続きまして、２点目の質問に入らせていた

だきます。 

 また生活福祉部長の答弁をいただくような

質問でございますが、それでは２点目は資源

ごみの住民に対する公表等についてというこ
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とでお尋ねをします。 

 まず、国の働きかけで地球環境を保護する

ために二酸化炭素、ＣＯ２の削減、また限り

ある資源の再利用を目的とした資源ごみの回

収がこの本太子町でも平成９年からスタート

し、今年度で十余年が経過してきたわけでご

ざいます。住民の多くは、この間公表されて

きたかどうかよくわからないと、この資源ご

みの行った先の経過がわからないというよう

なことを私どもに聞かれるんですけれども、

議員のほうは決算の中で資料をいただきます

ので、理解はしておるわけでございます。 

 その中で、ここでも言ってますように、町

内の自治会で資源ごみの毎週１回、粗大ごみ

が毎月１回分別収集しているが、住民からそ

の収益金がどういった形でなっているのか

と、それを知りたいという声があります。こ

れについて、過去にこの経緯、経過は住民に

広く公表されてきた経緯は私はどうもないよ

うにも思うんですけども、部長どうですか。

これは過去ありましたですか。依願書が。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 収益等につき

まして、住民の皆さんへの周知といったのは

やっておりません。広報活動はやっておりま

せん。 

○議長（熊谷直行） 中井議員、続けて質問

全部やってくださいね。一問一答方式ですの

で。 

○中井政喜議員 次のやつは粗大ごみの集積

搬出日の関係ですけれども、これも昨年も金

属類、電装品類を不法に持ち去る業者、何と

かそういったことを防止できないかというこ

とで、今回もこの関係で改善できるかなとい

うことで質問に入ってるわけですけれども、

今回も、毎回見かけるんですけれども、昨年

から持ち去り厳禁の表示を町から支給され、

表示していますが、全くその効果が、効果と

いうよりも全く前と一緒なんですよね。だか

ら、これ法的な太子町の条例をつくるような

防止はできないかなあというふうな懸念をす

るんです。 

 私も自治会の一応役員をしてます関係で、

ちょっと目を光らせてるんですけども、その

日には。特に粗大ごみの日は業者が入れかわ

り立ちかわり、私が確認するだけでも３業者

ほどが軽トラやとかあるいはバンを持ってき

て、もうあさりまくるんですよね。私も注意

したんですわ。この表示をしとんですけど

も、ちょっとやめてくださいよと言うんです

けども、全く聞く耳を持たずですわ。もう何

遍も言うんですけど、ちょっと逆ににらみ返

されまして、これちょっとやばいなあと思う

て引き下がるんですけども。ほいで、また委

託している粗大ごみの業者の、今は森興業さ

んですけども、森興業さんにその日こういう

ことであんた方の粗大ごみの集積中に、やっ

ぱり業者の方と鉢合わせすることありますか

と言うたら、あります言うて。ほいで、私ら

からきつうも言われずねえというようなこと

を聞きました。そこでもめてもちょっといけ

ないやろうし、はっきり言うて町として条例

でもつくってもらえれば私ども物を言えるん

ですけどねと、そういう声を聞いたんですよ

ね。 

 だから、これ何も太子町だけの問題じゃな

いと思うんですけれども、全国的にやっぱり

このごみの問題というのはほんまに大変な問

題になってると思いますよねえ。だから、こ

れ今も言いましたように、法的にこれを太子

町で何とかつくることは不可能ですかね。ち

ょっとそこを尋ねたいんですが。いかがでし

ょうか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 法的な面とい

ったことで、条例化というお話はこれまでも

常任委員会等々にもございました。検討する

ということでございますんですが、この粗大

ごみにつきましては、ステーションに出た時

点で所有者の不明というものでございまし

て、警察ともこれ話をするんですが、やはり

この所有者不明というところで、なかなか持

ち去る人についての摘発というのが難しいと

いうことでございます。東京の世田谷のほう
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で裁判がございましたんですが、それにつき

ましてはその管理面を争った裁判でございま

して、具体に申しますと、粗大ごみ等の置く

ステーションの所定の場所、その所定の場所

ということをめぐっての裁判でございまし

た。 

 今申し上げておりますのは、その所有の意

思のなくなった物、これの俗に言う所有権に

ついて、もう明確な今上位法がないような状

況でございます。あえて言いますと、民法の

ほうの規定があるんですが、そのものずばり

に当てはまらないというようなことがござい

ますので、警察としても摘発がなかなか難し

いんだという見解をいただいておるというこ

とで、なかなかこの条例につきましても近隣

市町聞きましても大体所有権云々の問題があ

るというようなことも伺っておりまして、前

へ進んでないというのが状況でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中井議員。 

○中井政喜議員 どことも自治体も頭を痛め

ているということは、私もある程度は理解を

しております。じゃこれを全く効果なしのま

まこれからもずっと続けていくしか仕方がな

いのでしょうかね。ちょっとこれがどうもす

きっとしないんですけれども、一度いろいろ

と行政のほうも検討していただきたいなとい

うことを要望しておきます。 

 続きまして、先ほど来一番最初に聞きまし

た分別収集した売り払いのお金の関係ですけ

れども、私なりに調べますと、揖龍クリーン

センター「エコロ」へ資源ごみを町内から運

んでいっておるわけですけれども、その中で

この収益金を見てみますと、ここ直近の推移

を見ますと平成18年では2,500万円余り、そ

れから平成19年では3,100万円余り、端数は

ちょっと下２けた切りますけれども。平成

20年は3,400万円余りの金額は資源ごみで入

ってきております、揖龍クリーンセンター

へ。クリーンセンターの運営基金として、太

子町の配分の中にこの金額の３分の１が分担

金の中で加算されるということになっておる

ようでございます。ちなみに概算すると、平

成18年は800万円余り、平成19年では1,000万

円余り、平成20年では1,100万円余りのそう

いったお金が太子町に、直接ではないですけ

れども、売却益として太子町のお金として還

元されとるということでございます。 

 こういったことは、住民の方は全く知って

おられないんですよね。そういったことをた

とえ年に１回でも「広報たいし」なりまた何

らかの方法で、一所懸命毎月当番をされてる

方々の方がちょっと疑問を持っておられます

んで、いかがなものでしょう、こういう方法

はできますか。それだけちょっと確認したい

と思います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この情報の提

供ということで、組合のほうもこの平成22年

度にホームページの開設を考えておるようで

ございます。そういったホームページ等を通

じまして、今おっしゃいますような情報の提

供ということでお話をさせていただいておる

ということでございます。 

○議長（熊谷直行） 中井議員。 

○中井政喜議員 そういった方法でも一歩進

んでるんで、非常にありがたいなと思ってお

ります。できることなら、どっか決算が終わ

ったところで、町報にちょろっとでも載せて

いただければなと、どっかの項目に入れてい

ただければどうかなということをぜひ要望し

ておきます。 

 時間も来ましたので、以上でこの辺で終わ

りたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（熊谷直行） 以上で中井政喜議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午後０時01分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 
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 次、清原良典議員。 

○清原良典議員 清原です。通告に従いまし

て一般質問を行います。 

 ３年もたちますと、ここに立ったら堂々と

せなあかんのんですが、まだいまだにどきど

きとするような感じで、さらに３年前からの

一般質問を振り返りますと、篤と最近内容が

きれい過ぎるなと反省している次第でござい

ます。 

 太陽光発電導入支援策についてお尋ねをし

ますけども、昨年平成21年７月の中国・九州

北部豪雨、さらに８月には台風９号による県

西部・北部豪雨と立て続けにとうとい命、財

産が奪われたことはまだ記憶に新しい出来事

です。残念なことに、いまだ行方不明者の方

がおられる現状です。安心・安全のまちづく

り、健康でいきいきと暮らせるまちづくり

等々聞こえのいいまちづくり以前に、私たち

は自然と向かい合い、そして自然と共生して

いかなければなりません。昨年の大災害も確

かに災害発生後の対応策も十分とは言えず、

早急な見直しを急がれてはいますが、根底に

は地球温暖化が原因とされ、世界各地で日々

起きる気候変動が私たちの日常生活及び安全

な生活を脅かす原因となっていることは否定

できません。 

 当然、この太子町におきましても、人ごと

ではありません。自然との共生、環境負荷の

軽減や環境エネルギー教育の推進をうたい、

環境に優しいまちづくりを目指す太子町にお

いては当然エネルギーの節約やＣＯ２の低減

が今以上に必要とされております。 

 そこで本町の対応について伺いますが、ま

ず１点目、温室効果ガス排出量の効果的な削

減の実現、いわゆる自然エネルギーの活用に

ついてですが、国においても低炭素革命の推

進を図るため、太陽光発電の導入拡大に向け

た取り組みが進められております。光熱費の

節約や環境に対する住民意識の向上が促進さ

れている今、官民一体で取り組む必要がある

と思います。 

 そこで、太子町においても温室効果ガス排

出量の効果的な削減を実現するため、住宅用

太陽光発電システムの設置者への補助制度を

早急に導入してはと考えますが、いかがです

か、お尋ねをします。 

 次に、公共施設並びに学校施設への太陽光

発電の導入について積極的に取り組んでいた

だきたいと望むものですが、特に学校施設は

文部科学省の太陽光発電の導入拡大のための

アクションプランで推進策が示され、環境教

育の教材としての活用や環境負荷低減の効果

が期待されております。公共施設並びに学校

施設への太陽光発電の導入についての考えを

伺います。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 私のほうか

ら、１番目のご質問についてお答えいたしま

す。 

 地球に優しいエネルギーとして期待されて

おります太陽光発電でございますが、設置費

用に割高感とか、購入先や性能などに関する

情報が不十分なことが普及拡大のネックにな

っているようでございます。太子町としまし

ての独自の助成制度の導入につきましては、

この前新聞にも出ておりましたが、たつの市

さんが22年度から実施されるようですので、

その状況等を見ながら検討していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育施設について

でございますが、学校は次世代を担う子供た

ちが学び、生活する場でございます。学校で

の体験が子供たちの成長にいろんな影響を与

えるものでございます。教育施設、学校にお

ける太陽光発電の導入は、地球温暖化対策に

貢献するとともに、環境教育への教材として

活用することができ、これにより学校が児童

だけではなく地域にとっての環境、エネルギ

ー教育の発信拠点となり、地域における地球

温暖化対策の推進、啓発の先導的な役割とな

るものと考えております。 

 太陽光発電を導入する意義、効果といたし
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ましては、一つに環境エネルギー教育への活

用、この発電の仕組みや原理、またＣＯ２の

削減効果等を学べると。２つ目には、地球温

暖化対策への貢献としまして、当然ＣＯ２の

削減に寄与できるということと、３つ目には

経済的な効率性ということで、電気代の削減

につなぐことになります。 

 本町では、太陽光発電の設備の導入を順次

小学校に推進し、意義や効果を最大限活用し

ていきたいというふうに考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 

○清原良典議員 確認の意味で、教育関係の

ほうの小学校のほうは導入、順次設置してい

るということで、あとの公共施設、現状での

公共施設への設置はまだなんですかね。一応

見る限りついとるとこは見当たらんのんです

けども、１点それをお尋ねします。 

 それと、先ほど冨岡部長のほうから導入に

至らなかった経緯、考え方の説明があったと

思うんですけども、同じくたつの市さんが平

成22年度からこの太陽光発電補助導入という

ことも私も一応理解しとんですけども、たつ

の市さん以外にも現在では全国531の自治体

が補助制度を導入しており、兵庫県下では８

団体、近隣では隣接する姫路市、相生市、稲

美町、加古川市、そしてあと神戸、尼崎、洲

本、豊岡、その上に今年度からたつの市さん

が加わって９団体がこの補助制度を導入する

となったわけですけども、自立の道を目指す

と選択されてから久しいのですけども、やは

り少しでも頑張っている姿を見せるには、た

つの市さんの動向を見ておるだけでなく、い

ち早くその姿を見せるべきではないかと思う

のですが、その２点、お尋ねをいたします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 学校以外の公共

施設ということでございますが、対象としま

しては文化施設、体育館、福祉会館、庁舎と

いったところでございますが、これにつきま

しては、公共団体が行う場合はコストという

面よりも地球温暖化防止対策によるＣＯ２の

削減というところで比重を置いて考えていき

たいということでございます。 

 今後は、国の交付金事業、そういった制度

を利用しながら、庁舎のほうの改築というこ

ともございますので、それにあわせて今後は

全体的に検討を図っていきたいと思っており

ます。 

○総務部長（佐々木正人） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 太子町もいち

早くという助成制度ですけども、一般的に地

球温暖化としていわゆる住宅用に補助、助成

ということはこれはすること自体については

何ら問題はないというふうには考えておりま

す。そういった中で、まだ県下で９団体だと

いったことから十分に近隣等の状況を見なが

ら検討していきたいというふうには考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 

○清原良典議員 先ほども言いましたよう

に、その頑張っている姿をいち早く見せてい

ただけるように早急に検討をしていただきた

いと思います。 

 それから、今町行政みずからが具体的な温

室効果ガスの抑制に当然努められていると思

いますが、現状と削減効果といいますか、数

値目標並びに今の現状の成果をお尋ねいたし

ます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 温室効果ガスに

つきましては、以前より説明もしております

が、庁舎内というんですか、役場全体として

の取り組みということで、削減計画というの

を以前に策定しております。その中で、例え

ば燃料の使用、紙の使用枚数、そういったも

のをある程度数値目標を立てまして、毎年各

課から報告をいただきまして公表という形に

させていただいております。今ちょっと手持

ちの資料ございません。数値的に幾らという

のはちょっとお答えできませんが。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 
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○清原良典議員 昨年からですか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 年度は忘れまし

たが、かなりもう五、六年、もっと以前です

かね。かなり前からやっておりますが、は

い。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 

○清原良典議員 やはり数字で出たものを一

度検証も、確認もしてみたいもんで、また提

出していただけるでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 委員会なりどこ

かの形で提出はさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（熊谷直行） 清原議員。 

○清原良典議員 当然今総務部長が言われた

ような燃料の使い方なり、また今議会の中で

もいろいろとよく話題に出とります資源回収

を徹底的に行うということも大きな計画の中

の一つだとも思います。 

 それで、もうそれほどあとお聞きすること

もないんですけども、私もこの地球温暖化防

止計画並びに京都議定書に列記されておりま

す内容の締めくくりとして、うたわれており

ます部分をここで述べさせていただきますけ

ども、今を生きる我が世代の責務として、気

候変動の影響は既に世界各地で顕在化しつつ

あると考えられており、ここ数十年の人類の

行動が地球の将来を左右する、地球温暖化問

題の解決が成功するか否かはまさに今を生き

る我々の決断と行動にゆだねられている。重

要なことは、我々自身が過去の歴史を知り、

現状を的確に把握し、将来を展望することで

ある。現実を知り、将来を見通すことによっ

て、地球環境を守る価値を見出し、社会のあ

りさまを変革し、一人ひとりの日々の行動を

変えていく。そして、特に市町村に期待され

る事項として、市町村はその区域の事業者や

住民との地域における最も身近な公的セクタ

ーとして、地球温暖化対策地域協議会と協

力、協働し、地域の自然的、社会的条件を分

析し、主として地域住民へ教育、普及、啓

発、民間団体の活動の支援、地域資源を生か

した新エネルギー等の導入のための調査、導

入事業といった、より地域に密着した地域の

特性に応じて最も効果的な施策を国や都道府

県、地域の事業者たちと連携して進めること

が期待されると記述されております。官民一

体となって、人ごとと思わず、エコ活動を惜

しまず、地球環境の保全に努めていく義務が

生じているのではないでしょうか。 

 以上で終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で清原良典議員の

一般質問は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 では、通告に基づきまして

一般質問をさせていただきます。 

 まず第１点目ですが、現在第５次の総合計

画が提出され、いろいろと審査をしておると

ころでありますけれども、第４次総合計画を

どう総括しつつあるか、３月31日でこの第４

次総合計画、終わりますので、どのように総

括されつつあるかという点をお聞きいたしま

す。 

 当局は、実施計画等に基づき毎年町行政を

振り返ってきたと思います。第４次総合計画

が終わろうとしているに当たって、(1)特に

達成できたと思われる点、また不十分だった

と思われる点をお聞かせいただきたいと思い

ます。(2)また、これらの点を今後どのよう

にしていこうと考えているかについて、特に

大きな点をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 第４次総合計画

では、“和のまち太子”というこの基本目標

のもとに６つの将来像を定めて、施策を進め

てまいりました。 

 その成果としまして、一つ一つを言うとな

ればかなりのボリュームがありますので、何

点か申し上げますと、石海保育所の開所、そ

して子育て学習センター「のびすく」のオー

プンによる子育て施策の拡充、また陸上競技

場を整備しましてスポーツ活動の拠点として
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活用してきたこと、またその競技場におきま

してのじぎく兵庫国体少年ラグビー競技会を

開催したと。そして、汚水公共下水道の整備

がおおむね完了したということの自然環境の

保全、それと行財政改革に基づく行政改革を

進めるとともに、まちづくりの集い、町民提

案箱、出前講座などによる広報広聴機能の強

化、そういったものが大きなものとしては成

果であったということでございます。 

 一方、第４次総合計画期間中のこの10年間

を振り返ってみますと、景気低迷等によりま

して大型投資的事業の幾つかは見直し、ま

た、先送りをせざるを得ませんでした。役場

庁舎の改築、総合公園の完了、それとＪＲ網

干駅周辺土地区画整理事業、そういったもの

につきましてはまだ不十分だということで、

この第５次計画に引き継いで整備をすること

としております。 

 また、昨今の少子・高齢化、安全・安心意

識の高まりなどの社会潮流を考えますと、第

４次計画で取り組んできたこれらの分野につ

きましてもより一層の取り組みの必要があっ

たと考えます。第５次総合計画におきまして

は、子育て、高齢者福祉、安全・安心などの

分野を重点課題と位置づけ、より一層の取り

組みを進めてまいりたいということでござい

ます。 

○議長（熊谷直行） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 反省点をどのように述べら

れるかなということを特に注目しておりまし

た。いろいろと、なるほど、そうであると思

うことを言ってもらえたのではないかと思っ

ております。私はそういう反省点を言ってい

ただければいただくほど、私は評価をします

ので、今後もそういうようなことをいろいろ

と反省を考えられて、いろんなことを展開し

てもらえたらなというふうに思っておりま

す。 

 ただ、実施計画、後から出すということ

で、まだ、出ていないんですが、予算の積

算、総務常任委員会で聞いてみますと、これ

までのもの、例えば老原のクリプト対策を例

にとってみますと、同じ方式でやるというこ

とで考えて計算をしてこうであるというよう

な額を出されたりしておりまして、内部で

10年後のことをもっと具体的に考えて案を出

してもらったらよかったのになという思いは

持っています。総務部長はこれからやってい

く具体の中でそういった部分についても考え

ていくのであるということを言われています

けれども、10年後を考える中で、そういった

ものももう少し考えてもらえればなという感

想は持っております。 

 私、たくさんきょう聞くことがありますの

で、２点目にいかせていただきます。 

 子ども手当の支給の準備は整ったか。 

 子ども手当の担当課は何課が主務として行

い、現在どのような作業をしているか。本町

の次年度総支給額、町負担など既に予算書等

で示されているわけですが、この質問を書い

た段階ではそれがありませんでしたので、こ

の子ども手当支給の全般について今どのよう

になっているか、万全に進んでいるかについ

て答弁をお願いします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 子ども手当に

つきましては、社会福祉課がその事務を担当

いたしておりまして、子ども手当の円滑な実

施を図るために、今定例会にシステム構築経

費といたしまして、補正予算を計上をいたし

ております。予算成立後、業務委託契約を行

いまして、準備作業に入りたいと思っており

ます。したがいまして、３月中にはシステム

を構築をいたしまして、４月に入りますと６

月支給に向けた準備作業を本格化させるとい

う手順になろうかと思います。 

 子ども手当の概要ですが、今現在国会のほ

うで審議中でございます。国会で決定がござ

いましたら、広報並びに町のホームページな

どで住民の皆さんにお知らせをしたいという

ふうに考えております。 

 手当のどういった手続になるかというのを

大まかに申しますと、従前の児童手当の受給

をされてる方につきましては、改めて認定請
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求といった手続等は必要ございませんが、新

たな対象者、例えば中学生なんかは全部該当

するんですが、そういった方、また児童手当

の差しとめをしておる者、そういった方につ

いては４月以降書類を発送いたしまして、９

月30日までに認定請求を行っていただくと、

４月分からの支給を受けることができますの

で、そういった事務作業を予定をいたしてお

ります。 

 手当の中身でございますが、ご承知のとお

り、中学校修了までの子供さんを対象に１人

につき月額１万3,000円を支給するというも

のでございまして、所得制限は設けないと。

支給の月は、児童手当と一緒でございまし

て、この22年度は６月、10月、２月という３

回を予定をしているところでございます。 

 仕組みといたしまして、これも児童手当法

に基づく児童手当が子ども手当の一部という

仕組みになっておりまして、ちょっとそうい

った面では、この事務の中身については複雑

なんですが、受給をされる住民の方にします

と、もう子ども手当一本という形で振り込み

がなされるということでございます。 

 ちなみに、当初予算書にも書いておるんで

すが、この22年度の見込みのお尋ねでござい

ますので申しますと、対象児童数、一応

6,300人と見込んでおります。支給の月数が

この４月以降、来年の１月分までということ

でございますので、10カ月分といたしまして

計算をいたしております。内訳を申します

と、ゼロ歳から３歳未満が１億5,600万円、

それから３歳から小学校修了前の方が５億

2,000万円、それから中学生が１億4,300万円

ということでございまして、合計８億

1,900万円が予算に計上しておるというとこ

ろでございます。 

 それぞれの公費の負担の割合を申します

と、そのうち国庫負担が６億3,678万

6,000円、これはもう予算書に出ておりま

す。それから、県が9,110万6,000円、残りの

9,110万8,000円が町の負担ということになっ

てこようかと思います。 

 総額の支給額につきましては、これも児童

手当と同様でございまして、転入、転出等の

異動がございますので、あくまで推計、この

予算額と、現段階では予算額ということでご

了解いただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 事務が大変な部分もあるよ

うですが、抜かりのないようにお願いをして

おきたいと思います。この子ども手当につい

ては、未来を担う子供のための投資というこ

とで評価をしております。いっときのお金で

なく、将来を担う子供に日本国が手を打つよ

うになったという点で評価をしております。

子供のおられない方にはご負担をお願いする

ことは申しわけないと思いますが、子供たち

が、またこれを受ける親がこの趣旨を十分理

解して子ども手当を有効に使ってもらいたい

ものだと思っております。 

 ３点目に移ります。 

 教育環境整備をどう行うか。 

 トイレ改修を学校の耐震化にあわせて行っ

ていることは知っているが、今後教育環境整

備をどう行っていくのかについてお尋ねをし

ます。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 教育環境整備についてでございます。 

 学校施設は、児童・生徒等は１日の大半を

過ごす活動の場であるとともに、非常災害時

には地域住民の応急避難場所としての役割も

果たすことから、施設の安全性の確保は極め

て重要であると認識しております。 

 今後の教育施設整備計画については、第一

に、大規模な地震による倒壊の危険性の高い

構造耐震指標、Ｉｓ値の0.3未満の建物から

耐震化整備事業を推進しており、小学校施設

の耐震化事業を中心に取り組みを行っておる

ところでございます。Ｉｓ値の小さい建物に

ついても、対象施設の利用形態や構造上の関

係も考慮して耐震化工事、関連工事、トイレ
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も含めての取り組みを財政状況も加味し、検

討を重ね、整備推進する計画といたしており

ます。 

 耐震化事業計画といたしまして、21年度に

は龍田小学校の耐震化工事を進めておりま

す。22年度に斑鳩小学校の耐震化工事、23年

度から25年度の予定で斑鳩小学校の体育館の

改築工事、石海小学校の耐震化工事、太田小

学校の耐震化工事に順次取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

 また、その他についてでございますが、そ

の後、これらが済みました後に、太子東中学

校の改修工事、これは校舎の外壁の改修、ま

た屋上の防水等もございます。それと、幼稚

園の改修、これは耐震補強工事も順次取り組

みを進め、環境整備に努めてまいりたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 耐震化にあわせてトイレの

改修等も含めてやっていくというような今お

話であったかと思います。 

 私１つ思っておることがございます。年月

がたてば、トイレも詰まったり、また尿石等

がたまったりしてにおいも激しくなることが

想定されるのですが、この施設の維持管理に

ついて今後十分対策を継続的に行ってもらい

たいと思います。 

 私あるところで、尿石落としというのを便

器に流しました。そうすると、今のところそ

れから大分たちますが、においがありませ

ん。学校では多くの児童が使用するので、同

じようにはいかないかもしれませんが、いろ

いろつぶしてしまって改修するのは、その時

点では簡単ににおいなど直ったりするわけで

すが、お金がかかります。したがって、今後

は継続的な施設の維持管理、これが大切であ

ると思います。これは学校のみならず、その

他の建物についても一緒だと思いますので、

今後そのような点にも十分配慮をしてもらい

たいと思います。 

 話は少しばかり余談になりますが、役場の

２階のトイレも汚いので、総務部長にはこれ

まで２回、総務課長にはこれまで１回言って

きたところでありますが、きょう行ってみま

すと、前よりは少しはきれいなのですが、ま

だまだもっときれいにできるのではないかと

思っております。私、自分自身も使わせても

らってるトイレですから、掃除したいなと本

当に思ったことがありまして、モップはどこ

にあるんでしょうかとか役場の方に聞いたこ

ともありますし、同僚議員にもしたいんやけ

どしてええかなとか相談したこともあるんで

すが、ちょっとこれやってしまいますと嫌み

に受け取られても困りますので、今のところ

やっておりません。でも、私は本当にみんな

が使うトイレですから、きれいにできたらな

ということは思っております。ですので、役

場の管理しておられる場所でありますが、も

しまた掃除をすることがありましたら、ご容

赦のほどをお願いしたいと思います。 

 続きまして、４点目にいかせていただきま

す。 

 放課後子どもプランを今後どう行いたい

か。 

 本町では、放課後子ども教室「あそびっ子

教室」を行っていますが、(1)現状は、(2)改

善すべき点は、(3)学習やスポーツ・文化活

動、地域住民との交流活動などの取り組みの

中で、どういうもの（どういうプラン）に本

町は特に重点を置いて実施しているか、また

今後していきたいかについてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 放課後子どもプランの関係でございます。 

 放課後子ども教室の現状は、毎週土曜日ま

たは日曜日の午前中に、町内の小学生全学年

を対象に、伝統文化に触れたり、スポーツ等

で体を動かしたり、体験活動を中心にさまざ

まな活動が行えるように年間計画をいたして

おります。今年度は６月から開始し、参加申

し込みの人数は303名です。実施している教
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室も、毎年新しい内容のものを盛り込むよう

にいたしております。開始時と比べて、実施

内容を充実させてきております。教室の企

画、運営はコーディネーターの２名が行って

おりまして、各教室の指導者やボランティア

の確保、教室に必要な物資の調達、調整を行

っております。参加者が安心して参加できる

よう、関係者で事前の打ち合わせを行って、

入念に行っておるところでございます。 

 次に、改善すべき点でございます。 

 本来、放課後に行う教室を、開設場所や送

迎等の問題から、主に土曜日の午前中に行っ

ているために、放課後、子供たちの健全育成

を図れるよう、今後学校との連携を強めて、

各学校の空き教室で開催できるのであればよ

ろしいのですが、また地域に根差した教室に

発展できるよう、各地域のボランティアの

方々や指導者の積極的な参加を今後も推進し

ていく必要がございます。 

 次に、３点目に取り組みでございます。 

 子供たちが心と体を動かし、またふだんな

かなか触れることのできない伝統文化に触

れ、また参加者全員でつくり上げ、その成果

を発表できるような教室の取り組みを行って

まいります。さらに、地域の子供たちは地域

で育てるを目標に、より地域に密着した事業

に発展できるように、今後各地域に根差した

教室の運営を行ってまいりたいというふうに

考えております。 

 次に、最後に全般ですが、参加している子

供たちは自分が興味を持った教室を選んで、

自主的に参加をしているため、指導者やボラ

ンティアとともに楽しく活動し、保護者と元

気に帰宅いたしております。指導者やボラン

ティアの方々も子供たちとの交流を心から楽

しんでおられまして、自身の新しい活動分野

の一つにされつつあります。放課後子ども教

室は、そういう面では町民の明るい笑顔をつ

くっていると言えるのではないかというふう

に考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 今放課後にできるかどうか

わからないが、放課後にもしていこうという

ことを述べられたと思います。名前はもとも

と放課後子どもプランとついているわけです

が、現状は今次長が言われたように、土曜日

の午前中にやられているという実態がありま

すが、今言われた放課後にやるということは

本当に大丈夫でしょうかという点を、見込み

についてまずお尋ねをしたいと思います。 

 それから、この１年間されてきて、けが等

はあったのでしょうか。そういったことを何

件ぐらいあったのか、なかったのかお尋ねを

いたします。 

 また、子供が自主的に参加をしているとい

うことを今言われたんですけれど、子供たち

はほかにもいろいろやることがあり、なかな

か全員が参加するというようなことは難しい

とは思うのですが、現状では児童全体のうち

の約20％前後の児童が登録をしているようで

あります。そしてまた、その中で実際に当日

に参加をしている子供たちは、行事にも、あ

るいはその開催の日にもより違いますけれど

も、場合によっては50％に達していない、そ

の希望した児童の中で50％も出ていない場合

もあるようでありますが、そういったことに

ついての分析をどのようにされているのかに

ついてお尋ねをします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをします。 

 放課後子ども教室でございますので、放課

後ということで、空き教室等利用できて、そ

こでしていくというのが理想的なことでござ

います。ご案内のように、太子町におきまし

ては、まだ教室が足りない状態で増築してい

くというような状況下でございますので、で

すから現在においては、公民館等々で放課後

子ども教室、それも土日にというようなこと

になっております。ですから、これにつきま

してはなかなか子供が帰ったところで、空き

教室がございませんのでできないと。使って

いる教室ではこれは非常に難しいだろうとい

うことで、今現状でございますので、どうす
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るかと言われますが、これについては今の現

状でいかざるを得んだろうなというふうに考

えておるところでございます。 

 それと、けがの関係でございますが、これ

は指導者、またボランティアの方々が目を配

っていただいて、今のところ大きなといいま

しょうか、保険につながるようなけが等は聞

いておりません。 

 それと、子供たちは自主的にその教室に入

りたいということで、年度当初に申し込んで

いただくわけでございます。ですので、場合

によっては、今服部議員が言われたような参

加率の少ないというか、こちらが思っていた

よりは少ないなというような場合もございま

す。これはコーディネーターまたは指導者、

それと今後の指導者の開拓といいましょう

か、幅広くいろんな分野で運営をしていきた

いということで、19年度から開始をしたわけ

でございますけれども、そういう点では内容

的に充実をしつつあるのかなというような考

え方を私、感想ですけど持っております。で

すから、今後そういう面ではもう少し改善と

いうか、充実をどんどんしていくんではない

かというふうに考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 まず１点目の、放課後にも

開いていくこともしたいと言われたので、私

はちょっと現状から見て、かなり難しい面が

あるので本当にできるのかなと思って聞きま

した。ですので、今次長が言われたのと同じ

ような認識は私も持っておりますが、今後地

域の大人と子供たちが触れ合うということ

は、こういう時代にあって非常に大切なこと

であると私は思っております。また、子供た

ちだけでなく地域の大人の皆さんにとっても

よい活動の一つであると私は思っております

ので、先ほど次長が今後充実していくものと

思われるということを言われましたが、充実

していくものと思われるでなくて、充実させ

ていきたいと思っているというような姿勢

で、担当課また教育委員会、充実をさせてい

ってもらいたいというふうに思っておりま

す。 

 では、５点目にいきます。 

 社会体育をどう充実させるか。 

 本町の社会体育は体育協会、スポーツ少年

団、スポーツクラブ21というとらえ方でよい

か、それ以外も考えられるか。それぞれの

(1)現状は、(2)改善すべき点はについてお尋

ねをいたします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 社会体育をどう考えるかということでござ

います。社会体育の現状と将来ということで

ございます。 

 まず、体育協会につきましては、各種種目

団体がそれぞれ町民体育館や各校区の施設を

利用していただいて活発に練習及び大会を実

施しておるところでございます。課題としま

しては、種目の中には参加者が固定し、また

減少傾向も見られます。今後は普及を促して

幅広く拡大を図って、行政に頼ることなく自

主的に運営がされるよう組織を強固にする必

要があるのではないかというふうに考えま

す。 

 また、スポーツ少年団につきましては、柔

道、空手、少林寺拳法、剣道、サッカー、ソ

フトボール、バレーボール、卓球の種目を小

学校１年生から６年生の団員が各校区におい

て週二、三回程度の練習を行われておりま

す。年１回から２回の町の大会、また県内の

交流大会に参加し優秀な成績をおさめられて

おられる方もございます。今後、学校、地

域、家庭と連携しながらスポーツを通して青

少年の心身の鍛錬と体力の向上のために、な

お一層支援していく所存でございます。 

 スポーツクラブ21につきましては、各校区

ごとに自主運営が行われております。各小学

校において活発に活動が行われております

が、前身である振興会からの種目及び参加者

層、特に年齢の固定化が見受けられますの
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で、今後はニュースポーツなどの新しい種目

を取り入れるなど、参加者層、特に若い層の

拡大が課題かなというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

 そのほか、体育館においてはスポーツ教室

を開催しておりますが、毎年開催の定員数、

一教室30名ですけども、参加の人数がござい

ます。現在開催の教室、種目については、普

及、浸透していると思われます反面、これも

参加者の固定化、内容のマンネリ化というの

が見受けられます。今後ますます高齢化やス

ポーツの多様化が進む中、健康への関心が高

まると思われますので、競技スポーツ教室は

もとより、身近で手軽にできるニュースポー

ツ、レクリエーションを教室にも取り入れ、

普及に努めていきたいと考えております。 

 そして、現在の教室、少年団指導者の人数

については現状では維持はされておるんです

けども、各種目の指導者の高齢化が、これも

見受けられますので、また種目も限られると

いうとこがございます。各種目、団体と連携

しながら新たな指導者の登録をお願いすると

ともに、町広報で指導者の登録を募集したと

ころ、現種目以外の８名の登録を得ておりま

す。今後も指導者の開拓を図りたいというふ

うに考えておるところでございます。 

 また、各競技指導者と連携しながら各種大

会への新しい参加者層の開拓や、参加者の固

定化した競技種目の底辺の拡大、新たな参加

者をということを図ってまいりたいと。今後

体育指導員の協力を得まして、だれでもいつ

でも、年齢、性別、体力に関係なく気軽に楽

しめる、参加できるスポーツ、ニュースポー

ツを中心としたレクリエーションスポーツを

普及させ、教室や町民体育大会にも取り入れ

ていきたいというふうに考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 この社会体育の充実につい

ては、何といいますかなかなか難しいといい

ますか、どのようにすべきかということがあ

ると、私もこの社会体育については思ってい

ます。 

 例えば日本と外国を比べてみましても、日

本では学校教育というか教育課程というか、

学校の授業が終わった後に中学校とか高等学

校ではクラブ活動が熱心にされており、また

それを学校の先生方、顧問とか監督とかコー

チとかされてますけれど、片や一方でこの社

会体育があり、どこまでをどうするかという

のは線を引くのも非常に難しい面があるとは

思いますけれども、ただこのたびの町の出さ

れた第５次の総合計画を見ておりますと、そ

の中に当局は有名スポーツ選手を町内から輩

出すると、そういうことを目指されることを

書かれているわけですけれど、有名スポーツ

選手の町内からの輩出については国とか県の

施策ともかかわりがあるものですので、有名

選手の輩出は別としましても、町民がスポー

ツを通して心身ともに健康な生活を送れるよ

うに、もう少しやってもらってもいいのでは

ないかなという感じは持っております。 

 今当局からそういう答弁がございました

が、つまりいろいろやっていきたいと問題点

も述べられながら言われてるんですけれど、

言葉で言われているのに比べてどうも予算が

もしかしたら少ないのではないかなというふ

うに感じることもあります。どこにどのよう

な重点を置くかということになるかと思いま

すが、もう少しこの社会体育についても力を

入れていただいて、町民の健やかな体力の維

持と増進を図ってもらいたいということを求

めておきます。 

 では、続きまして６番目にいかせていただ

きます。 

 私、本日は特にこれを聞かせていただきた

いというか、どのように考えておられるかと

いうことをお聞かせ願いたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

 児童・生徒の学力向上をどう行いたいか。 

 本町、児童・生徒の学力向上を進めたい

が、(1)小学校・中学校一貫のモデル校を考

えらないか（姫路市はあるが）。龍田小学校
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の児童が少ないことの解消法もあわせて考え

られないか。 

 (2)授業時間数を増やす工夫を考えられな

いか。私学との学習時間は大きく差がありま

す。対策はないか。西播磨のある高校では、

土曜日に学習塾講師に授業をしてもらってい

る高校があると聞いておりますが、このよう

なことを聞かれて、私が質問に前もって書い

ているのですが、どのようにお考えか。 

 (3)学力向上のために、放課後に児童・生

徒を残して指導することは週何回、何時間程

度、その時間を設けて行っているか。これ

は、そういうことを教育現場でどの程度行っ

ているか。それは別に週によって回数はもち

ろん多いとき、少ないときいろいろあると思

いますが、こういうことをどの程度行ってお

られるかをお尋ねをします。 

 (4)小学校の英語教育の準備はどのように

進んでいるか。 

 (5)本町で特色ある教育を行うとすれば、

どのような内容のことが考えられるか。これ

は別に突拍子もないことを言ってほしいとい

うことではありません。 

 このようなことについて、教育部局に私は

一生懸命考えていただきたいと思っておりま

す。そして、こういうこともできるかな、ど

うかなとかいろいろと子供たちのために考え

ていただきたいという趣旨で聞いておりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 一貫教育についてお伺いだと思いますが、

今特に一貫教育というのは隣の姫路市で小・

中の一貫教育が白鷺小・中学校で行われてお

るということはご承知のとおりだと思います

が、これにつきましては特に都市部等でよく

計画されているわけでございます。といいま

すのも、ドーナツ化現象で中心部に児童・生

徒の数が急激に減ってしまったというような

ところ、また立地条件としまして小学校、中

学校が非常に隣接しているというようなとこ

ろで、児童・生徒数が少ない上に、先生の交

流が非常にスムーズにいくというようなとこ

ろで、そういう条件が合えばそういうような

教育課程の編成を組みかえてできる可能性も

生まれるわけでございますが、例えば今小学

校の名前が上がりました龍田小学校が少ない

と言われるわけですけれども、太子東中学校

から教師が移動するについても、10分、15分

の時間等々がかかれば、限られた時間内に授

業を確保するというようなことはやはり困難

じゃなかろうかなあと思うわけでございま

す。 

 それから、授業時数を増やすというような

ことでございますが、小学校の場合は来年

23年度から完全実施されるわけでございます

が、今は新学習指導要綱の授業時数が移行期

間でございます。まだ完全実施になっている

わけではないんですが、小学校低学年で週２

時間、小学校中学年で１時間の時数が増える

わけでございます。そして、時数が増えるわ

けですが、やはり安心・安全ということで最

後の下校時間に一般の方々の迎えの方がござ

います。ですので、それの時間に間に合わせ

なければいけないというようなところで、や

はり時数を確保しながら子供を一定の時間で

帰さなければいけないというような、少しジ

レンマ的なものがございます。昔のように、

先生が遅くまで残して、ちょっと理解のでき

ない児童・生徒を見ていたわけでございます

が、それができない。どうしてもできない児

童・生徒については、教師が個人的に残して

自宅まで送って帰るというような措置をとっ

ているところでございます。 

 もう一つ、４番の英語教育の準備がどう進

んでいるかというようなところですが、議員

さんに訂正をお願いしたいんですけども、小

学校では英語教育というのはございません。

外国語活動というようなことでございます。

英語で親しむわけでございますけども、英語

の授業をしません。英語に親しんでコミュニ

ケーションを増やすという。ですから、中学

校のように、または塾のように英語を教える

んじゃなくて、英語の活動をするわけでござ
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います。そういう意味で英語の免許を持って

いない先生も教えられるわけでございます。 

 そういう意味で５年生、６年生を対象に、

これも新学習指導要領の中に入っているわけ

でございますが、昨年度は斑鳩小学校が指定

校になりまして、それに取り組んでまいりま

した。来年度は、今のところ太田小学校がや

ってくれるわけでございます。ですので、太

子町におきましては、斑鳩、太田と２校がや

りまして、24年度には兵庫県では完全実施と

いうような、今それに向けて準備をしている

わけでございます。町内に、４校とも打診し

ましたところ、いずれもやる気はあるんです

けれども、少し教室等々の関係で準備段階が

整わないところがございまして、今のところ

来年度は２校というようなことを聞いており

ます。そして、23年度は石海小学校が取り組

んでもらいます。龍田小学校もその取り組み

にかかっているわけでございます。ですの

で、24年度から兵庫県では完全実施になるわ

けでございますが、来年度には太子町におき

ましては外国語活動を取り組んでもらえるよ

うに聞いております。 

 それと、本町での特色ある教育活動をどの

ようにやっているかというようなところです

が、これは各小学校、または中学校におい

て、その地域に応じた特色ある教育を、また

は地域の人とコミュニケーションを図りなが

ら取り組んでいるものと思います。 

 ６番目の、その他、児童・生徒の学力向上

や、特色ある教育のあり方全般についてでご

ざいますけども、本町の出しました努力目標

設定の指針に沿いまして、できるところから

各小・中学校が取り組んでおります。その総

括とテーマは、生活する喜び、学ぶ楽しさを

味わわせる信頼感に満ちた学校園づくりが最

も大切であると認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 小学校、中学校の一貫した

教育、これにも考え方がいろいろあるわけで

ございますし、また既に実施しているところ

も同じやり方でなく、それぞれのところのや

り方をしていますけれど、今例えば小学校か

ら中学校に行かれたときに不登校になられる

児童が、データ的にはどうも中学校に入った

ころが多いようであります。 

 それで、私も複数のところを調べてきてお

るのですが、まずそのことを今お話しする前

に、この一貫の何かをやったらいい点と悪い

点、今教育長は例えば龍田小学校に行けば教

員の移動時間もかかるしということを言われ

ました。ただ、現場を見てみますと、小学校

の教員はたくさん授業を持っておりますけれ

ども、しかし空き時間が全くないということ

でもないと思います。 

 それで、まずこういう一貫の何か、例えば

図工でも理科でも結構ですが、これをやった

として、あるいは何かの行事を一緒にやった

として、利点と、いいと思われる点は何かあ

ると教育長はお考えでしょうか。あるいはな

いとお考えでしょうか。お聞かせいただけま

すか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 異年齢がともに学習

するということは、悪くはないんですけど

も、物理的にそういう交流する時間帯がない

というようなことを私は申し上げていること

でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 それでは、姫路市の例を今

からお話をいたします。 

 姫路市は、国の指定でなく推進モデル校

を、先ほど教育長が言われましたように、白

鷺小・白鷺中で今年度から行われています。

ここは、一貫校をつくるというより、小・中

の連携を深めることを今目標とされている

と、教育委員会の担当者から聞いています。 

 いい点としては、図工とか理科の授業など

をされているようですが、小学校の先生方は

中学校に行って、中学校のどこで子供たちが

つまずくのか、だからこういうところでつま

ずくので小学校でこういうふうに指導してお
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くべきだったといったようなことがわかる。

先生方が今まで気づかなかったことの発見が

できる、こういったことがメリットであると

言われました。もちろん、基本的に各学校の

取り組みを重視し、中学校長の意思表示によ

り、現在は１校区実施ですが、４月からさら

に３つの中学校区、またその翌年度には32の

中学校区で行うことが決まっており、残り３

校区のみ意思表示が今のところ中学校のほう

からないという実態であります。 

 それから、大阪に高槻市というところがあ

るのですが、そこにも調べに行ってまいりま

したけれども、その例をご紹介をいたしま

す。 

 小学校、中学校の義務教育の９年間を、高

槻市においては４・３・２年の区切りでとら

え、国の研究開発指定校としてやられるとい

うことであります。このときにもメリットは

どういう点がありますか、またそうでない点

はどういう点がありますかといったようなこ

とを聞きましたけれども、先ほど私が述べま

したような特に不登校の子供たちに対してメ

リットがあると、その指導主事の方は言われ

ていました。25年には、すべての校区で同じ

スタンスで行い、先生の交流を行うと言われ

ていました。小５、小６、中１の課題を克服

したい、特に生徒指導上の課題を５、６年生

と中学生との活動を通して解決したいと言わ

れていました。 

 今２つのところの例を述べたんですけれ

ど、距離的なことを考えても、もちろん白鷺

小と白鷺中は隣接しているんですけれど、姫

路市内もそうでないところもあります。それ

の実施のことも聞きましたけれども、そうす

ると今教育長がおっしゃったように、離れて

いるところもあったりとかでいろいろそれぞ

れのところの状況による部分があるであろう

ということは言われておりましたが、今例え

ば、話がほかのところに飛びますが、テクノ

のところの県立大附属の中学校、これも私調

べに行ってきましたけど、向こうの副校長の

方といろいろと話しし、いろんなことをお聞

かせいただきましたが、やはりそこならそこ

で、そこは県立大学との交流がございます。

それから、隣にある高校のほうにも行って聞

いてまいりましたが、ここも大学との交流が

ございます。それぞれのところにあって、こ

ういうことできないかな、こういうふうにし

たほうが魅力ある学校になるんじゃないかな

というふうにされていると思います。また、

私立の学校のほうでも、それぞれいろいろ考

えてされていると思います。 

 ですので、私は、私たちの太子町において

も、そういったことは考えていただきたいと

思っています。校区の枠は別としまして、校

区のこともいろんな意見が議会の中から出た

りはしておりますが、私はきょうお話しさせ

ていただいているのは、子供たちが小学校か

ら中学校に移るときの移行がスムーズにいく

ように考えてもらえないかなと思っていま

す。姫路市さんがそうやってまだ意思表示の

ないところもあっても、そういう意向で全体

が今動いてますし、高槻市さんの例で言うと

そうなっているんですけれど、太子町もこの

ことに限らず、私時々感じるんですが、自分

たちの町でこれを考えてこういうふうにやっ

ていったらどうかなというようなことを、隣

がやった後とかでなくって、自分たちでも考

えて、もちろん考えておられることが全くな

いと言ってるんじゃないんですけど、もっと

考えてほしいなと私は思っております。今教

育長は距離的なことは10分か15分かかかると

言われてましたが、そういうことは何も否定

はしませんが、プラスの面も考えていただい

て、少しでも魅力のある学校づくりをしても

らいたいと思っています。 

 それから、外国語での活動については、私

のここの表記が「英語教育」というふうに書

いておった点は訂正をさせていただきます。

外国語の活動ということで、そしてそれは具

体的には英語の活動であるということで、そ

れの進みぐあい、今何々小学校がどういうふ

うにということをおっしゃったんですが、私

が聞きたいのはそういうことではなくて、そ
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れに対して私が一番こうなってはいけないと

思っているのは、これによって英語嫌いの子

供をつくってはいけないと思っておるのであ

ります。なかなか今教育長が言われましたよ

うに、英語自体を教えるというのは時間が限

られておりますので、英語そのものをどれだ

け使えるようにするかというのは非常に難し

いと思います。ですので、英語に親しむとか

英語の文化を学ぶとか、そういったようなこ

とを通して外国語の活動をすべきであると私

も思っておりますが、英語嫌いをつくりたく

ないと、これをやり方によっては、もしかす

れば英語は小学校が終わったときに嫌いであ

るというふうな子供の数がある程度以上にな

ると困るなと思うので、どのような準備が、

こういうふうにしようかということを各小学

校でどういうふうに話してもらえるかという

ことをお尋ねしたかったので、そのことにつ

いてお答えをいただきたいと思います。 

 それから、子供たちを残して先生が教える

と、先生が家まで送っていく状況があるとい

うことも言われましたが、それをどのように

親と話をされているのか、そのところは私は

わかりませんが、しかしやはり少しでも子供

たちを残してやって、教えてやって、そして

親に迎えに来てもらいたいと、先生方が忙し

いと言うのであれば、親に何時ごろに来てく

ださいと、来ていただけませんかというよう

なことが、もちろん親の事情によってできな

いこともあるとおっしゃるかもしれません

が、今お聞きしておりますと、その子供たち

を残して１つでも２つでも教えることはどう

もしづらいようにおっしゃいましたので、こ

れは私は本町の教育にとってよくないことだ

と、よくないというか、よりよくしていただ

かなければいけないことであると思っており

ます。 

 授業時間数、この指導要領の改訂により、

２時間あるいは１時間増えるというようなこ

とを言われましたが、しかしながら、こうで

あっても私学との授業時間数の差というのは

なおあり、それであれば私学に行けばいいじ

ゃないかとかそういうような議論でなくて、

少しでも子供たちの学力向上のために何か方

策がないかなと。授業時間でだめなんであれ

ば、今申しましたような残すことを増やして

やるとか。何か方法はないのか。これは小学

校ではできませんけど、例えば高等学校であ

れば授業時間より前に、１時間目より前に授

業をやったりとか、そういうことはいろんな

高校では今もやっておりますし、先ほどご紹

介したような、ある公立高等学校であります

けれども、土曜日にそういったことはやって

います。また、皆様方もご存じのとおり、東

京のほうでは中学校でいろんなことを考えら

れているとか、そういったことがあります。 

 ですから、そういったことは何か考えよう

としてもらえないかということなんですよ。

それが実際できるかできないかはいろんなこ

とがあるんですけど、そういったことを何か

考えれませんか、そういうことをお尋ねして

おります。いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 一つ誤解があってはございませんので、も

う一度繰り返してお話しさせていただきま

す。 

 新学習指導要領では外国語活動ということ

で、どの学校も５年生、６年生については英

語活動を行います。その中で、今も言いまし

たようにコミュニケーション、英語にアレル

ギー反応を起こさないために英語に親しむと

いうようなこと、あいさつとかまたは自己紹

介とか買い物とか食事とか、そういう簡単な

単語を通じて、遊びを通じてコミュニケーシ

ョンを図ると、そのようなことが週１時間行

われるというようなことでございます。 

 もう一点、兵庫型教科学習ということにつ

いては、国語、算数、理科、この３教科から

２教科を選択して、そしてそれが中学校のよ

うに教科型担任制ということで、先生が教え

ていくというようなことを一度に言いました

もので、ちょっと誤解があったかもしれませ

ん。それは、中学校との接続を円滑にしてい
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くために、今出てましたように不登校等々が

ございます。急に小学校から一人の担任がす

べての教科を教えて、中学校に入ったときに

は教科が次々とかわっていって担任がかわる

という、非常に適応能力がない児童・生徒が

あれば、そこで不登校になってしまうという

ようなことがありますので、５年生、６年生

から教科担任制を用いて、そういう中学校に

円滑に接続していこうというようなことが、

兵庫県は平成24年度から完全実施されます。 

 その中で、昨年度から25％ずつ行われてい

るわけでございますが、今も本町の教師は非

常に前向きで積極的でございます。すべてが

本当は完全実施をする意思はございましたん

ですけれども、今言いましたように、諸般の

都合で来年度は50％の普及率で教科担任制を

実施していきます。来年度はほとんど100％

になって、他の市町よりもいち早く完全実施

ができるものと思います。そういう意味で、

教師は絶えず新しいものを取り入れて、そし

て一時間一時間の授業を大事にしながら学力

向上に努めていきます。 

 学力向上というのは、一つの試験だけで、

一学年だけで学力というものを判断するとい

うこと自体が、少し私としては腑に落ちない

ところでございます。学力とは生きる力をは

ぐくむものでございますので、成人になった

ときに、どうそれが働いていくかというよう

なことで評価されていくものだと思います。

そういう意味で、長いスパンで見ていただい

て、いろんな教師がかかわっていく中で、一

人の人間の人格形成を培っていくというよう

なことが太子町では行われており、そしてそ

れが将来の生徒にとって一番重要なことで、

大切なことで、生きていく面では必要なこと

ではなかろうかなあと思います。一喜一憂す

るんじゃなくて、長いスパンで見ていただき

ましたらなと思うわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員、簡潔明快に

質問をお願いします。 

 服部議員。 

○服部千秋議員 教科型担任制ということを

今教育長が言われました。そのことに関し

て、本町においては、社会教育主事という人

はおられるのですが、指導主事という方はお

られません。この指導主事の人数について

も、このことを聞くときにそういった市で聞

いたり、またほかのところのことも知ってお

るわけですけれども、本町においては教育長

の立場の方がいろいろといろんな役割を、例

えば今教科の指導が言われましたが、教科指

導で言えば、例えば高等学校で言いますとそ

れぞれの教科に指導主事という人が県のほう

にいます。そのことについて仕事をしていま

す。また、生徒指導であれば生徒指導の主事

がいます。私は、指導主事がいたほうが、今

教育長が言われたこととかでもやりやすいん

ではないかと思います。もちろん嘱託の指導

員の方はおられますけれども、指導主事とい

う法的な立場を持った人がいろいろと言われ

ることは、私は非常に本町にとって大切な、

これは必要なことだと思うんです。 

 それで、このことは教育でない行政のほう

におられた方はなかなかそういった教育現場

のところにおられませんので、このことの声

を上げるのは、私もそういう教育のところに

おりましたし、教育長ももちろん教育のとこ

ろにおられましたし、またそれ以外の方でも

私もちょっといろいろ聞いておるわけです

が、やはりそういった指導主事はあってほし

いなというふうに言ってます。これは、よそ

様であれば、その地方公共団体が雇ってお金

を払ってやっています。つまり、子供の教育

にどのようにとらえるか、そこに重きをどの

程度置くかということになると思います。そ

して、これはもちろん教育部局だけでなく町

長にも決断していただかなければいけないこ

とだと思いますけれども、太子町では指導主

事がいない。これは、やはり、いたほうが現

場の校長先生もありがたいだろうと思われる

し、教育長自体も本当にありがたいと思われ

るんではないかと私はお察しいたしますよ。

ですから、今これが予算的にできるできない
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かは別として、やはりそういう人がいたほう

が、私たちの町の子供たちの教育がより充実

するためにはいいと思いますが、この点はお

金のことは度外視して、いかがお考えか。教

育長にお尋ねしたいと思います。 

 それから、先ほどお尋ねしている子供たち

を残しての指導のことについて、先ほどちょ

っとお答えが十分、私ちょっと理解できなか

ったので、議長から私に簡潔明瞭に質問しな

さいということでしたが、恐れ入りますが、

答えられる側もその部分をお答えいただけた

らありがたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 指導主事の件です

が、やはり教育は専門職でございますので、

その専門職をより専門職に当てはめようと思

えば、指導主事というものが必要ではないか

と思われます。今のところ、２名の嘱託指導

員がおるわけでございますけども、専門の指

導主事というものがあれば、教育委員会と現

場とのパイプがスムーズに伝わり、指導内容

も伝わっていくものじゃなかろうかなあと思

うわけでございます。 

 ２点目の、生徒を残されないというような

ことを今も言いましたように、本当は一時間

一時間の授業の中で理解をさせていくのが順

当でございますが、やはりすべての子供が平

均水準以上に理解をされるということは、こ

れは難しいことでございます。ですので、空

き時間または遊び時間、放課後等々で何とか

学力を伸ばしていこうというのが教師本来の

本能だと思いますが、今も言いましたように

帰宅時間が決まっている、帰宅の迎えの時間

が決まっている等々になれば、やはり課題を

与えて、そしてその次の日に見るという、ま

たはそれも与えたものができていないという

ようなことがあれば、家庭訪問していく時間

もございません。そういう意味では見切り発

車という言葉がありますが、そうせざるを得

ないというようなことが現状ではなかろうか

なあと思っております。もう少しゆとりの時

間、児童・生徒と向き合う時間があればそう

いう面が解消されるわけでございますが、そ

ういうところができていないのが今の教育全

般にわたる状況じゃなかろうかと察しており

ます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 先ほどから、教育長が長い

目で見た生きる力をつけることという観点の

教育論を展開しておられます。その長い目で

見た生きる力に必要な基礎学力を、私たちの

町の子供たちに、ぜひなお一層つけていただ

きたい。その方策を、これは実際本当は大変

なんですが、方策をいろいろと考えていただ

いて、子供たちの長い目で見た基礎学力がよ

り定着するようにお願いをしたいと思いま

す。 

 それから、これは答弁は要りませんけれど

も、本当に指導主事が私たちの町にとって必

要なのかどうなのか、こういった点について

も町長と教育委員会と話をしていただけたら

ありがたいなと私は思います。私はうちの町

に、管理課のところに１人指導主事がいたほ

うが、いろんな事柄がいろんなうちの町の小

学校、中学校の教育の充実につながると、こ

れは信じております。ですので、またお話し

合いをしていただきたいなということを強く

求めておきたいと思います。 

 これで終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 それでは、通告に従って一

般質問をいたします。 

 まず、中島貞次でございます。名前言うと

かなだれかわからへん。済んません、緊張し

てます。公明党です。 

 まず、国民読書年について質問をいたしま

す。 

 まず、ネット社会が広がる昨今の状況の中

でありますが、活字離れが進み、年齢を問わ

ず、読書への興味が大変薄れている状況で

す。国民読書年、すなわち今年が2010年国民
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読書年と定めておりますが、国民読書年行動

計画の中に、ＧＮＲ（国民総読書量）の底上

げを図り、国民の不読率の引き下げに努める

とありますが、太子町内の活字離れは現状を

どうとらえているのか。 

 ２番目、ＧＮＲの底上げと、不読率の引き

下げに努めるため、どのような対策をしよう

とするのか、またしているのか。これは、社

会人に対してと、また子供たちに対して。 

 ３番目、本年は太子町として、国民読書年

のイベント等の企画はいろいろ考えておられ

るのかどうか。 

 その３点について、まずお聞きします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 国民読書年についてでございますが、読書

につきましては、貸出密度という指標があり

ます。自治体の人口１人当たり図書館の資料

を何点借り出したかというのを割り出したも

のでございます。ここでいう資料には、図書

館によりＣＤやビデオも含まれております。

太子町の図書館の昨年度の貸出密度は5.5点

でした。ちなみに、神戸市で4.4、姫路で

4.3、たつの市で5.7、相生市で5.1でござい

ます。全国的に活字離れが進んでいると報道

されておりますが、この数字をもって太子町

民の活字離れが進んでいるか否かは判断する

のは難しいというふうに思われます。ただ、

図書館の利用者層を見ると、児童・園児がい

る若い家族や、中高年層は増加し、高校・大

学生の学生の利用者は減少しているというふ

うに思われます。 

 次に、対策でございます。社会人に対しま

しては、図書館では「広報たいし」やホーム

ページ上で新刊の図書をご紹介しております

し、また自治会や婦人会、老人会等の出前講

座でも本の紹介をいたしております。 

 子供たちに対しましては、各学校園におき

ましては、学校図書館、司書を中心に子供た

ちの読書活動の推進と学校図書館や学級文庫

等の読書活動の充実に取り組んでおります。

特に、朝の読書活動、朝読の継続指導によ

り、落ちついた態度で１校時の授業を臨める

ようになってきたとの報告でありますし、読

書推進強調月間を設定し、図書委員会の読書

推進の呼びかけ活動を通じ、読書意欲の喚起

を図っております。 

 今後は、小学校高学年から中学校にかけて

の家庭での読書習慣形成を目指して、学校の

校報、園だよりを通じて読書の勧めを発信し

続けていきたいというふうに思っておりま

す。 

 また、図書館におきましては、おはなし会

や絵本の時間、あるいは幼稚園や学校訪問の

場でストーリーテリング、絵本の読み聞か

せ、ブックトーク等を通じて子供たちが本や

おはなし会を楽しむ機会を設けていますし、

そして小学生、中学生には夏休み推薦図書リ

ストを作成し配布いたしておりますし、毎月

乳幼児相談会場での乳幼児向けの絵本のリス

トを配布いたしております。 

 ちなみに、小学生向けのリストは、たつの

市と揖保郡太子町の小学校図書館部会と共同

で編集作成をいたしております。 

 図書館では、今後も学校園との連携を図り

つつ、子供たちにも大人にも読書を生涯の楽

しみとして豊かな人生を送っていただけるよ

うに、従来どおり質の高い蔵書を収集し提供

したいというふうに考えております。 

 次に、イベント等でございます。現在具体

的に決定している事業はございませんが、読

書推進のために読書週間、10月27日から11月

９日、今現在考えておるところではそういう

週間を設けて、読書講演会を計画したいとい

うふうに考えております。また、ホームペー

ジにおいて国民読書年を掲載し、読書推進を

図りたく考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 丁寧なご回答ありがとうご

ざいました。 

 まず、当然これは知っておられると思いま

すが、国民読書年のロゴマークは多分当然ご
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存じだと思います。その１点、お答え願えま

すか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 申しわけないです

けど、私は存じておりません。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ロゴマークと同時にもう一

つ、合い言葉、ご存じですか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 知りません。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 教育委員会として、要は日

本全体が今年は国民読書年というように定め

たわけですから、当然ロゴマーク、あるいは

合い言葉的なものは知っておかないといけな

いわけで、またよろしくお願いしたいと思い

ますし、これは文部科学省よりもいろいろ出

ていると思いますんで言いますが、ロゴマー

クというのは、2010国民読書年という、そう

いうマークがあるんです。2010の00が目ん玉

になってて、2010の１が鼻になってて、２が

耳になってて、国民読書というところに本が

あって、そこに国民読書年というふうな、そ

ういうロゴマークがあるわけです。それを大

いに広報等で周知して、これからお願いした

いと思います。まだ２月終わりで、まだまだ

ありますんでお願いします。 

 それと、国民読書年は「じゃあ、読も

う。」というのが一つの合い言葉なわけで

す。「じゃあ、読もう。」というのが一つの

合い言葉で、これもやっぱり学校やらそうい

う社会教育やら学校教育を通じてどんどんア

ピールしてもらいたいというのは、先ほども

言いましたけれども、ネット社会がどんどん

広がって今は携帯電話でもどんどんネットを

通じていろんなことが、情報がわかるわけ

で、家でもＤＳｉやらいろんな機械を使って

ゲームしたりして、結構本離れが、読書離れ

が子供たちの間で広がっておるわけです。そ

やから、そういう意味で今年は特に国民読書

年と、そういうふうにアピールされたわけで

すから、どんどん広報宣伝お願いしたいと思

います。 

 当然国民読書年に関する決議というのは、

昨年参議院で可決されました。ご存じないか

もしれませんが。ちょっと言います。国民読

書年に関する決議、平成20年６月６日、参議

院本会議。文字・活字によって、人類はその

英知を後世に伝えてきた。この豊穣で深遠な

知的遺産を受け継ぎ、さらに発展させ、心豊

かな社会の実現につなげていくことは、今の

世に生きる我々が負うべき重大な責務であ

る。しかし、近年我が国でも「活字離れ」と

言われて久しく、年齢層を問わず、読書への

興味が薄れていると言わざるを得ない。これ

が言語力、読解力の衰退や精神文明の変質の

大きな要因の一つとなりつつあることは否定

できない。我々はこの事実を深刻なものと受

けとめ、読書の価値を見直し、意識の啓発を

目指し、政府と協力してあらゆる活動を行っ

てきた。1999年に「子ども読書年に関する決

議」を両院で採択、2001年には「子どもの読

書活動の推進に関する法律」を立法、さらに

2005年には「文字・活字文化振興法」を制定

し、具体的な施策の展開を推し進めてきた。

それらに呼応して「朝の10分間読書運動」の

浸透、読書のまちづくりの広がり、さまざま

な読書に関する市民活動の活性化など、読書

への国民の意識は再び高まりつつある。この

機運をさらに高め、真に躍動的なものにして

いくため、2010年を新たに「国民読書年」と

定めたいと思う。これにより、政官民が協力

し、国を挙げてあらゆる努力を重ねることを

ここに宣言する。右決議する。というふうな

決議があったわけです。改めて言うまでもな

いと思います。 

 こういうもとで、今年は新たに2010年国民

読書年と。先ほどありましたが、朝の小学校

で特に10分間読書運動、これは非常に好評

で、落ちつきが出ているという父兄からの声

もありますし、大いに喜ばしいことと思って

おります。 

 それからもう一点、ある団体では読書量を

高めるために、こういうことをやっているわ
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けです。これは子供たちの自主申告なんです

けども、年間100冊以上、何でもいいです。

漫画は除きますけども、絵本でもいいです

し、ちょっとした小説でもいいですし、何で

もいいから自主申告で、例えば年間100冊、

あるいは年間50冊以上読んだ人は自主申告し

てもらって、年度の最後に読書博士号を贈呈

しますよというふうな試みがあるわけです。

その辺から子供たちの読書離れを防ぐという

活動をやっとる団体もあるわけです。その活

動についてどう思われますか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 読書というのは、本

当に感性を磨いて大事なことでございます。

やはりそれを自分のものとして身につけるに

は、だれかが手本を見せなければいけません

と思うんです。これを強制すれば、かえって

読書離れになると思います。そしてまた、読

書というのは食わず嫌いな人が多いと思うん

です。本当に読書すれば、こんだけおいしく

て、楽しくて、役に立つものがあるんじゃな

かろうかと思うのですが、実際読書に親しむ

機会の一つの接点がないがために、読書離れ

が進んでいるんじゃなかろうかと思います。

本当の読書の楽しさ、おもしろさというもの

を知るには、だれかが誘い水をやっていく必

要があると思います。それが、教師であった

り、または家族であったり友達であったりと

しますので、やはりその読書というものを楽

しく親しむということについて、その接点を

設ける場所を考えていきたいなあと思うわけ

でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 読書との、本との接点をい

かにしてつかんでいくか、とっていくかとい

うことが一つ大事になるわけです。どうして

も新聞にしても読むことが嫌い、逆にテレビ

と動画は好きという子供がどうしても増えて

いくわけです。当然読むこと自体を避けます

と、いろんな面で、端的に言いますと学力の

面で字が覚えられない。昔は少々難しいもの

があっても興味を持って読んでいけば、難し

い字やけれども学校で習ってないけども、親

にこれ何ていうのと聞いて字を覚えてきたと

いう経験も昔はありましたけど、今はちっち

ゃいお子さんだと多分あると思います。絵本

を見たときに、これ何ていう字とかというて

聞いて、そして字を覚えたりとかということ

で、だから読書をするということは、いろん

な面で有効なわけで、それは大いに勧めてい

く必要があるわけです。 

 もう一つ気になるのが、今インターネット

というかネット社会で、どうしても活字から

離れていく要素が多いわけで、特に大人の人

たちがどうしても、一日24時間多忙であると

いうことは仕方ありません。当然仕事もして

はるし、家の中で実際生活する時間というた

ら、ひどい人によっては１時間、帰ってきて

１時間何や食べてふろ入ってもう即寝て朝仕

事行かなあかんとかという、そういう人の状

況まで、いろんな状況があると思いますが、

子供たちは朝の10分間読書運動で大いに成果

を上げつつあると思いますが、今度は大人た

ちのそういう読書に対して、何か訴えするべ

き方法、施策はないんでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 今の世の中、世相と

いうんですか、ストレス社会でございます。

やはり映像に訴えて、それによってストレス

が解消される、いわゆる楽な方向に行く傾向

があると思います。その辺のところ、大人の

ほうが一歩我慢をして手本を見せるというよ

うなことが一番の方策じゃなかろうかなあと

思います。先ほどもインターネットと出てま

したように、新聞を購読する家庭が少なくな

ったと。やはり活字を見るよりもインターネ

ットまたはテレビ、携帯電話等々で情報を収

集すると、そういうようなことの傾向が強い

ようでございます。相当ストレスがたまって

おられる成人が多いんじゃなかろうかなあと

思います。 

 もう一つ大事なことは、今も中島議員が言

われてたように、いかに読書が大事であると
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いうようなことは、一つ例を紹介いたしまし

たら、「トンネルを抜けるとそこは雪国であ

った」という川端康成の小説の一句があるん

ですけれども、テレビでそれが放映されれ

ば、そのトンネルを出て雪国の風景が出れ

ば、ここにおられるすべての人が同じ景色を

見て同じ印象を与えるわけでございますが、

それが活字になってそれを読めば、一人ひと

りの風景が違ってございます。 

 そういう意味で、非常に想像力または感性

が豊かになるのが活字だと思います。そうい

う活字のすごさ、すばらしさというものが、

大人が感じなければ子供に伝授することがで

きないと思いますので、ぜひ子供というより

も、子供に教えるんじゃなくて、大人が手本

を見せる、背中を見せるというようなことを

繰り返していかなければ、これは定着しない

もんだと思います。ややもすれば、私たちは

楽な方向へ行くというようなことがございま

すが、やはり大人社会の一つの方向性を見せ

なければいけないんじゃなかろうかなあと思

います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 今年が2010年国民読書年と

いうことなので、今年一年を通じていわゆる

太子の広報あるいは図書館、あるいは教育委

員会の玄関のとこ、ちゃんと張るところがあ

りますんで、そこら辺で何とかいろいろアピ

ールをしてもらって、今年は国民読書年です

よと。「じゃあ、読もう。」というのが一つ

の合い言葉ですから、ロゴマークもインター

ネットからは印刷できるようになってます

し、どっか上部機関、県教委とかその辺行け

ばどっかあると思いますんで、何とか手配し

てもらって大いに今年一年アピールしてもら

いたいと思いますが、その辺どうですか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） それにつきまして

は、そのように私どものほうも何とか少しで

も読書年に当たり、読んでいただくように何

か工夫していきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 じゃあ、よろしくお願いい

たします。 

 次に、先ほどの１番の国民読書年の中にも

図書館の件が出てきまして、ちょっと重複す

る部分があるかもしれませんけども、もう一

度言います。 

 ２番目、太子町立図書館のあり方について

今から質問をいたします。 

 現在、町立図書館には、最近の情報で17万

冊と聞いておりますが蔵書があって、その中

でも特に幼児向けの絵本や大活字本などにこ

の太子町の図書館の特徴があると思っており

ます。スペースの問題もありますが、今後蔵

書を増やす計画はあるのでしょうか。あると

すれば、どのような分野を考えているんでし

ょうか。 

 ２点目、図書館司書の方の、現在の図書館

に対して改善すべきなどの意見、あるいは考

え方はどのようなものがあるのでしょうか。 

 ３点目、全国の主要な図書館の間では、ネ

ット検索ができるようになっています。例え

ば、日本最大の国会の国立図書館でも、ネッ

トでこんな本ありますかと問い合わすと、十

分対応できてます。近隣でも結構対応する図

書館があるわけですが、太子町の場合はでき

ないんですが、太子町の図書館にもそういう

ネット検索ができる体制を整備してはどうで

しょうか。 

 以上についてお伺いします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 図書館のあり方に

ついてお答えをさせていただきます。 

 まず、蔵書の計画でございます。現在のス

ペースには問題がありますが、質の高い本や

資料を増やしたいという計画はいたしており

ます。特に、中高年齢層の利用の増加にあわ

せて大活字本、医療や健康、年金、趣味の分

野を充実させていきたいというふうに考えて

おります。最近の食の安全や健康志向を反映

し、家庭菜園の本もよく利用されております
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ので、今後もこの分野の充実も図っていきた

いと。また、乳幼児向けの本、その保護者の

ための育児書もあわせまして充実させるとと

もに、頻繁な利用により傷みの目立つ児童書

や、一般向けの小説を買い換えていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 それと次に、改善点についてでございま

す。汚損、破損の目立つ図書を除斥するとと

もに書庫を整理し、書架に横積みにしている

図書を減らして、利用者が手を伸ばしたくな

るような魅力的な書架にしていきたいという

ふうに考えております。 

 そして、将来的には図書館の西側に書庫を

増設、また図書館から離れて図書館になかな

か来にくい地域の方々もございますので、よ

り多くの図書を提供できるように移動図書館

の充実にも努めていきたいというふうに考え

ておるところでございます。子供からお年寄

りまでのそれぞれの人生のライフステージに

応じた本が提供できたらなというふうに考え

るところでございます。 

 最後に、ネット検索の整備ということでご

ざいます。利用者サービスの一つに、ネット

検索等ができるＩＴ化の導入は図書館の懸案

事項でございます。前々からでございます

が、財源的な面ということで、導入が当図書

館については遅れているというところでござ

います。第５次の太子町総合計画に蔵書管理

システムの導入ということで計画をしとると

ころでございますが、現在は将来の電算化に

向けてのシステムの調査研究に努めていると

いうところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 まず、１つですけども、蔵

書の計画で当然そういう分野が多くなると思

います。これからは、高齢化社会そして少子

化ということは、高齢化の部分とどうしても

子育ての部分というのが当然比重が大きくな

る、そういう蔵書計画になっていくと思いま

す。 

 ただ１点、私は気になるというか、ほかに

ないものとして、いわゆる地図類がないかな

という気がするんです。要は地図の見方等に

ついてはありますけれども、具体的な地図、

要は国土地理院発行の、２万5000とか５万と

か20万分の１という地図があるんですけれど

も、これも置いているところは、姫路のお城

の近くの図書館行けば置いているんですけど

も、なぜ私がこういうのを言うかといいます

と、地図を見るということはただぼうっとそ

れは見ますけども、地図によってある程度の

その地域の全体感がわかりやすいという意味

で地図を、私はインターネットでも当然グー

グルの地図があるんですけども、ああいうの

をよく見るんですけれども、図書館でも気軽

にそういう地図が見れる場所が太子町にはな

いなと。昔からこれだけは、ちょっと私自身

の個人の見解かもしれませんけども、ちょっ

と不満かなと思ってました。そういうある意

味、当然住民の方のニーズも必要かと思いま

すが、ある程度専門的な部分の分野も必要か

なと、そういうふうに思っております。これ

は当然、私一人の意見では無理で、これは特

殊な分野なので、例えば経済建設部長やった

らようわかると思いますが、そういうふう

な、ただ国土地理院の発行した地図を見ると

いうのも一つのいろんな自分の、あれは全国

何百カ所やったかちょっと忘れましたけど、

日本全国を区切っていってやっていきよる地

図ですけど、はい、わかりました。 

 それと、あと前から気になってた横積みを

減らすというのは、先ほど答弁にありました

ように、その場合にそれは本を減らすのか、

それとも書架を増やすのかという、それちょ

っとどうですか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 今現在確かに横積

みになっている部分がございます。その中で

も、今私も見て知ってるんですけども、なか

なかそしたら除斥してもたらいいんかという

ことになると、これは少しもったいないとい

うか、そういうできない部分がございますの

で、今年でしたか、書架を増設して何とか横
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積みを少しでも減らしていこうというような

工夫をしておるわけでございますけども、根

本的にはもう少し増設してというのは、どう

してもあそこには残りますけれども、何とか

今は少しでもと工夫して横積みを減らしてい

こうということで、書架を増設して工夫を凝

らしているというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 先ほど質問した意味として

もう一点意味がありまして、例えば人気のあ

る本は結構本の裏側に日付がいっぱい書いて

あるわけです。判こで押してあって、これは

よう借りてある本やなあと。ところが、人気

のない本は、無印は見たことはないですけ

ど、１回か２回日付が押してあってそのまま

やったというパターンもありますし、そやか

らどの程度まで有効利用されているのかなあ

と。ただその場合に、どうしても必要なも

の、図書館にとってあるだろうと思います

し、いや、かえってこの本は要らんのんでは

ないかと、住民の方の要望におこたえして備

えたけれども実際問題として、人気がないと

いうたらちょっとおかしいですけども、とい

う場合に、一時どっか預かり場所みたいなも

のがあったらどうかなと。ほなその分スペー

スできますし、逆にそのときにネット検索さ

えあれば、この本探してるんですがという

て、たまたま表には出ていないですけども、

書庫というんか倉庫にあって、この本がこの

中に眠ってますよというぐあいに、ネット検

索さえあればこれあるんやなというのがわか

って借りれるという状況もあると思うんです

が、要はよく出る本、あるいは余り出ない本

だけれども重要な本は別にしておくとか、そ

の辺の考え方はどうですか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 中島議員おっしゃ

るとおりで、私も図書館のほうへ行きまして

係のほうとそういう話もするわけですけれど

も、どないしたら要するにすっきりと整理が

できるだろうかということで、今おっしゃる

とおり、そういう工夫も図書館としてはやっ

てると。しかし、その貸し出しが余り少ない

から奥へ、それもありましょうし、それと大

事な本はそういう関係というか、要するにそ

ういうことも考えて今やってるんやけどなか

なか横積みがきちっと整理できないというん

か、そこら辺があるんですけど、そういうこ

とはおっしゃられるのはこちらもわかってお

りますので、そういうことも考えて、なるべ

く皆さんに読んでいただけて、手が届きやす

いような格好で工夫をして今後やっていきた

いなというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 その辺のことをまた、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 そして、ネットの件ですけれども、この整

備は、やはりいろいろ難しい予算的にも大変

かもしれませんが、早いこと、例えば割と有

名な１冊の本をインターネット上で検索しま

すと日本全国ずらっと図書館が出てくるんで

す。だから、有名な本でなくても、特定の本

を探せばネット検索、ネットワークの中に入

っていったら、例えば東京から北海道から沖

縄までの図書館の中に太子町の図書館と、こ

こにもありますよとかというふうな、そうい

う検索もできるわけです。だから、太子町の

図書館自体は、あのスペースの中でいざ探そ

うと思うと、普通に本だけ追って探すという

のは難しいんです。本によってはどっちの部

門かなと、図書の管理にゼロ番から９番まで

でしたか、ありましたから、その中のどの部

分に入るんやという探し方もありますし、い

きなり例えば社会科学のところへ行って探す

という方法もありますし、あるいは検索カー

ドを見てタイトルのあいうえお順から探すと

いう方法もありますし。だから、この本が見

たいというときに探すのは結構手間な場合が

あるわけです。だから、そういう場合にネッ

トが家であれば、あるいは図書館自体にネッ

トの検索システムがあれば、その場でネット

でピッピッピッとして本のタイトルから管理
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番号からすべて出てくるわけですから、その

辺のことを進めていただきたいと重ねてお願

いしますが、どうですか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） これは図書館にと

って大きな、今までからずっときている懸案

事項でございます。私どもとしては、なるべ

く早いことそういうＩＴ化の導入については

考えるところでございますけれども、何分お

金の問題もございますので、財政課と相談と

いうことになっているのは現状でございまし

て、担当としては努力していきたいというふ

うにお答えさせていただきます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 今後またよろしくお願いし

たいと思います。 

 では次に……。 

○議長（熊谷直行） 中島議員、ちょっと待

ってください。 

 今、中島議員の一般質問中ですけれども、

この際暫時休憩いたします。 

 再開は３時25分。 

（休憩 午後３時10分） 

（再開 午後３時24分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 中島議員の一般質問を続けます。 

 中島議員。 

○中島貞次議員 ３点目、Ｈｉｂワクチンの

助成についてでございます。 

 私たち公明党としては、女性の子宮頸がん

を初めとして、乳幼児の細菌性髄膜炎、高齢

者の肺炎など、毎年多くの人々の命を奪って

いる事態を憂いて、それを予防できるワクチ

ン接種の促進を現在強力的に推進していると

ころでございます。 

 その中で、12月定例議会におきましても、

Ｈｉｂワクチンの実施の助成を求めたわけで

あります。もう一度おさらいします。Ｈｉｂ

ワクチンそのものが、名前が世間に認識され

ておりませんので、この前も聞きました。Ｈ

ｉｂワクチンご存じの方はと言うたらほとん

ど知りませんでした。そういう意味でもう一

度おさらいします。 

 Ｈｉｂとは、インフルエンザ菌ｂ型のこと

で、抵抗力を持たない５歳未満の乳幼児が大

変かかりやすい、細菌性の髄膜炎を起こして

約５％が亡くなり、約25％は知的障害や聴覚

障害等の後遺症が残ると。この予防接種につ

いては１回七、八千円かかり、４回で約３万

円少しかかるという費用負担になるわけであ

ります。現在では、通告文書では100になっ

てますけど、90カ国以上で予防接種が行わ

れ、90以上の国では国の定期予防接種に位置

づけられております。このＨｉｂワクチンに

ついて、今回街頭署名活動を実施しました。

そして、兵庫県井戸知事に対して９日現在で

10万人を超える署名簿を提出し、その後数十

万人、ちょっと数字は確定しておりませんが

署名簿を提出いたしました。県として助成す

る方向で前向きに検討するようになっており

ます。 

 昨日も実際に署名していただいた中に、こ

のＨｉｂワクチンの接種をしたという方がお

られまして、実際１回しかされておりません

でしたけれども、かなり高かったということ

をお聞きしました。太子町としても今後の対

応を求めているわけであります。その後どう

対応されますか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 先の12月定例

会におきましてご答弁を申し上げました。そ

の際には、ワクチンの供給制限等が行われて

おることによりまして、医療機関、また接種

希望者の混乱を招いているという状況から、

国、県や他の市町の取り組み、またワクチン

の今後の供給動向などを適切に把握しながら

判断してまいりたいというふうに答えたと思

います。 

 それから、２カ月ちょっと経過をしておる

んですが、大きな動きがございました。今、

中島議員が言われましたとおり、兵庫県が公

費助成について、公費助成を行う市町に対し
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て県としての補助を実施するということが、

この２月16日の新聞で報道されたということ

でございます。我々が12月のときにも申しま

したように、国、県の動向というのは非常に

大きいという思いはいたしておりましたん

で、その際にもちょっと触れたんですが、本

来このＨｉｂワクチンにつきましては今議員

さんおっしゃりますとおりＷＨＯの非常に強

い勧告等もありまして、多くの国で定期接種

化されておるということでございますから、

私も同様、個人的な意見でございますけれど

も、やはりワクチン政策として、国が予防接

種として定期化をするということが本当に望

ましいというふうに思っております。それま

での間、こういった任意接種についての助成

制度ということで今お尋ねがあるわけです

が、先ほど申しましたように、県の発表以

来、兵庫県下の各自治体も動きが急でござい

ます。もうご存じかと思いますが、２月24日

の新聞には西播磨の近隣の市町においても実

施予定ということが報道されたように思いま

す。何も近隣だけやなしに、県下今急な動き

になっておりまして、やはりそれが県が助成

制度を発表したというところに起因するとい

うふうに思っております。 

 今後、本町においてはどうするかという核

心の部分でございますけれども、近隣の状況

というのを今刻々と情報を仕入れております

し、また実施に当たりましては、当然財源的

な問題もございますし、また地元医師会、ま

た近隣の姫路市医師会等々の調整協議という

こともございますので、やはり助成制度の創

設に向けて検討してまいりたいというように

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 今、生活福祉部長からご答

弁いただきました。ありがとうございます。 

 今後とも町として取り組みを積極的に進め

ていただきたいと思いますし、また過日の国

会質問におきましても、全国で１年間で大体

1,000人の方がこれにかかるそうでありま

す。1,000人ですから、太子町内においても

ゼロではないというふうに考えられますん

で、当然日本脳炎とか、その他麻疹とか風疹

のような混合ワクチン接種と同じように、同

等のワクチンというふうに考えられますん

で、今後ともよろしくお願いしたいと思いま

すので、その点お願いします。今回はこれだ

けにとどめておきます。 

 次４点目、学校給食についてお尋ねしま

す。 

 学校給食は、一日３食のうちの一つで、大

変重要であります。太子町における学校給食

の、ほかにはないといいますのは、他の市町

村にはないという、そういう特徴的なメニュ

ーがあればお伺いしたい。 

 ２点目は、食育の観点から見て毎日学校で

食べる給食のあり方についての考え方をお尋

ねします。 

 ３点目、そのための取り組みについてはど

のようにされているのか。 

 ４点目、特にアレルギー児童・生徒に対す

る食育指導はどのようにしているのか。 

 ５点目、太子町内の地産地消の食材はどう

使われているのか。 

 以上の５点について質問いたします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 学校給食について

お答えをさせていただきます。 

 特徴的なメニューということでございま

す。これにつきましては、年１回ではござい

ますが、小学生にはなべ給食、６年生におい

てはオードブル給食、また小学校全児童を対

象としたおにぎり給食に取り組んでおり、各

学校から好評を得ております。 

 次に、給食のあり方についてでございます

が、栄養のバランスのとれた給食を毎日食べ

ることは、健康増進はもちろんであります

が、栄養バランスのとれた給食はどんなもの

であるかを学ぶ場でございます。また、学校

で食育の授業を行うとき、給食は教材でござ

います。給食の時間は学んだことを実践する

場であります。それらのことから、学校給食
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においては学校給食法に定められている学校

給食の目標に即して、楽しく、残さず、マナ

ーを大切に給食を実施し、食育推進に取り組

んでいるところでございます。 

 次に、取り組みについてでございます。各

学校では食育を実施されております。給食を

教材として使用されている教諭も多くおられ

ます。給食時間はその実践の場として使われ

ているというふうに考えております。 

 次に、アレルギーに対する食育指導でござ

います。アレルギー疾患を持つ子供の中には

アナフィラキシーショックを起こす子供もい

ます。給食だけではなく、学校生活の中でも

特に注意が必要でございます。毎年、年度初

めにアレルギーの実態調査を行って、教職員

が共通理解をし、取り組んでおります。現給

食センターの施設では代替食の対応は無理で

ございますので、毎日の給食に使う食材を

0.001グラムまで表示した献立表を配布して

いると。その表を保護者が確認して、きょう

の給食は例えば何々は食べさせないでくださ

いと、担任との連絡をとって対応しているの

が現状でございます。中には弁当持参の子も

いるということでございます。声かけを忘れ

ないように配慮をしているところでございま

す。また、特別メニューの日、ケーキとかア

イスクリームのときには、希望者にはアレル

ギー対応の食品、代替食を用意するなど行っ

ております。今後もできる限りの対応を行っ

ていきたいというふうに考えておるところで

ございます。 

 次に、町内の食材ですが、地元農家で栽培

された野菜の学校給食への導入は品種も増え

て年々増加しております。今後も地産地消を

推進していくためには、野菜については太子

夕市部会、みそについては太子加工グルー

プ、タケノコの缶詰については松尾農産加工

組合から購入しておりますので、これらにつ

いても継続していきたいというふうに考える

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 順番ちょっと後先になるか

もしれませんが、まずアレルギーの児童・生

徒に対する食育指導ということで、一番当

初、町の直営から委託に変わるころに、何と

か委託すればアレルギーの児童・生徒に対す

る食事がつくれるんではないかというふうな

話が一時ありましたが、現状ではどうしても

その辺は無理なんでしょうか。お尋ねしま

す。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 今ご質問がござい

ましたんですけども、委託にしたからできる

と、アレルギーの給食を提供できるというも

んではございません。これは業者はそういう

ノウハウがありますけれども、現施設の対応

では非常に難しいというか、できないのが現

状でございまして、ですからこれは施設面等

もございますので、そういう施設面からのこ

とを整備すれば対応は可能であるということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 施設面整備、ハード面での

整備がなければ当然厳しいというお話しです

が、じゃあ今現在のそういう体制のもとで何

とかアレルギーのお子様たちにも食事をして

もらいたいというふうなことを私は考えるわ

けであります。そのときに、当然いろいろ代

替食とか献立の上でいろいろ弁当持参の方も

おられるみたいですけれども、一つの方法と

して、年間すべてこれができるかどうかは現

実的に無理かもしれませんけども、バイキン

グ方式というのがあります。バイキング方式

にもよしあしがありまして、当然好き嫌いが

子供さんたちにあった場合に、これはとるけ

どもこれはとらないということがあったら困

るわけです。ところが、その場合にアレルギ

ーのお子様にとっては成分表示を器ごとにさ

れておれば、これには大豆何％入ってますよ

とか、これにはチーズがどれぐらい入ってま

すよとかというふうな表示をすることによっ

て選択できるのではないかとか。一つバイキ
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ングの特徴といいますのは、ファミレスとか

行けばわかりますが、子供さん方は喜んで積

極的にとりに行くわけです。当然好きなもの

中心にとるわけですけれども、そこのところ

に、例えば学校の指導の中で、ＡＢＣ３つあ

れば、ＡだけとってＢＣはとらないという方

法は当然まずいわけですから、栄養のバラン

スを考えることによって。ということは、Ａ

ＢＣの割合で、例えばＡを５、Ｂを３、Ｃを

２とかというふうにして、何とかそういうふ

うなことをすることによって、食事が楽しい

という方法も考えたりできるのではないか

と。要は楽しい給食というのも一つの方法で

はないかと思うんですが、その辺いかがです

か。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） バイキング方式と

いうのは、確かにそういう方法もございまし

ょう。しかし、心配するのは今中島議員さん

のほうも言われたように、どうしても子供の

好き嫌いというんか、より好みが当然起きて

きますので、そういうことからいうたら非常

に理想ではあるが、現実にそういうことが本

当にできるんかなという気もします。 

 というのは、今栄養教諭は、そういう一般

的に言う赤や緑、黄色、そういうようなこと

をカロリーも計算もしてバランスよくやって

いると。それをバイキング、私もそうですけ

れど好きなものだけとるような格好になって

しまうんかなと。そこら辺はどういう方法が

いいんか、ちょっと話はわかるんですけど、

現実には偏る、偏食するというんか、そうい

う方向にいく嫌いがあるんかなあという心配

はございますけども、一遍栄養教諭にもそう

いう話はしてみますけど。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 その中で、要はアレルギー

の児童・生徒も一緒になって給食を楽しむと

いう方法がやっぱりあると思うんです。一人

だけ弁当を持ってきて、みんなが給食を同じ

ように配られとるのに自分だけ弁当やとか、

そういうのはちょっと余りにもかわいそうと

いうことで、やっぱりみんなと一緒に器を持

って一つ一つとって、これはちょっと無理や

からこっちとる。それのがもっと楽しい給食

ができるんではないかなと考えるわけであり

ますので、またいろいろ難しい面もあるとは

思いますが、その辺は学校の先生方の教育、

いわゆる指導によって何とかそういう方向性

もとれんではないかなというふうに考えます

んで、またよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それから、また順番は変わりますけども、

地産地消の食材がどう使われてるのかという

ことで先ほど話がありました。このときに、

地産地消ですから当然子供たちの中に、きょ

う出ているメニューは太子町の松尾のタケノ

コですよというふうな表示はあるんですか。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 給食のときに表示

というか、そういうのはもちろんないわけで

ございまして、それを教材として、例えば食

育ということでございますので地産地消、そ

ういうこともございます。ですから、要する

にこの給食の時間に担当の先生方が、きょう

は松尾のタケノコ、これは地元でとれたもの

ですよとか、野菜は今はしゅんの例えば大根

が入っているとか、そういうような教材に使

っていただいておりますので、いわゆる一つ

の例で言いますと、タケノコが太子町産です

よというような当然そういう教育、食育をや

っております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 そういうふうに、要はきょ

うの給食の中には太子町でとれた、例えばニ

ンジンが使われてますよとか、お米が使われ

ますよとか、そういうことを担任の先生なり

がちゃんと言えば、あっ、これは地元でつく

られたものだなというふうな子供たちの認識

が当然いくと思うんです。当然、家庭ではそ

ういうことはありませんから、これは中国で

できたものか外国でできたものが多いわけで
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すから、そういう一つの子供たちの認識、地

元でとれたものを大切にしようと、大切に食

べようという認識があと一つ必要だと思うん

です。そのときに一つ思うのは、その生産者

の方が実際にその子供たちと接する場という

のはあるんですか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 全部が全部じゃなく

って、例えば石海小学校でしたら老原のほう

での触れ合いということで米づくりをする

と、その米づくりをしたものを精米して、そ

してそれを給食センターへ運んで、それにつ

いて食べたときには今、次長も言いましたよ

うに、これは皆さんがつくった米ですよと、

老原地区の米ですよというふうにして紹介し

て食べる場合もあります。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 なぜそういうふうに私が質

問しましたかと言いますと、要は食育という

のは一つの観点からいいますと、野菜、お

米、みそをつくられた方に対するやっぱり感

謝の思いで一つは食事をするという一つの観

点が必要かと思うんです。そういう意味で、

要は生産者の方の生の声が聞けたり、顔を見

れたりして、例えばこの人がきょう給食に出

されたタケノコをつくったおじいちゃんやな

というようなことが直接わかればもっと子供

たちも意識が変わるんかなという意味で思っ

たわけで、何らかの機会を通じてそういう場

も提供してもらえたらなと思うんですが、ど

うでしょう。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 食育、地産地消の

ことですけども、この間でもございましたん

ですけども、斑鳩小学校で「ごはん塾」をや

ったり、それと地域によっては芋掘り、いろ

んなそういう体験もやっておりますので、学

校農園というか、この裏に大豆をつくってみ

たり、そういうことも一つのそういう食育で

はないかと。それと、今言いましたように、

食べ物を残さずいただく、もちろんそういう

こともそうでしょうけども、そういうことも

含めた食育は今後も取り組んでいくというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 もう一点、食育に関してで

すけども、２番目に質問しました学校での給

食のあり方についてもちょっと関連があるか

と思うんですけども、学校で給食を食べま

す。早い子と遅い子が当然おるわけです。遅

い子は一人二人になってもまだ食べている

と、早い子はもうどっか遊びに行ったりおら

へんという状況がちょくちょくあると聞いて

おります。その状況というのは、例えば普通

は給食といいますと、今の状態でいいます

と、全員に配ぜんされました。普通は私たち

の世代でありますと、ほないただきますと。

食べました。終わりました。ほんなら、とり

あえず全員が終わるまで待って、ほんならご

ちそうさまでしたというふうな状況が普通の

状況だろうと思うんですけれども、ただ何人

かがまだ遅いんで残っているという状況とい

うのはちょっと不自然かと思われますが、そ

の辺はいかがですか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） ここが給食指導の難

しいところであり、欠点じゃなかろうかなと

思いますが。といいますのも、給食をとる準

備と後片づけ、給食を食べる、その時間帯が

決められとるわけですね。その食べる時間内

に指導するのが給食指導なんです。ですか

ら、早い子は待ちなさい、遅い子は早く食べ

なさいというふうに枠内でおさめるというそ

こを指導していくのが教師であって、それ以

上遅くなればほこりまみれになってかえって

衛生的に悪いというようなことで、その終わ

りをきちっとして給食を終えるというふうに

やっております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 その場合における先生のか

かわり方が一つ大事になるかと思うんですけ

れども、早く食べてそれがよいというわけで
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もなし、例えば一つの時間内で全員が食べれ

るようにするというのが一つの方向性みたい

なんですけれども、じゃあ早い子に対して、

その遅い子に対してどういうふうに学校の先

生が対処するかということが一つ大事になっ

てくると思うんですけれども、ただ、楽しい

給食、おいしい給食を目指そうと思うと、あ

る東京の例なんですけれども、先生が積極的

に子供たちに給食の時間にいろいろ話しかけ

て、当然マナーやその辺は重視しますから立

って食べたりとかひじをついたりとか、そん

な変なマナーは絶対教えたらあかんのですけ

ども、家庭でもそうですけども、みんなが黙

って一人ひとりが食べたらおいしくないとい

うか楽しくないというか、その辺のあたりに

学校の先生が積極的に食べながらですけども

子供たちに声をかけることによって食育が進

んだという一つの例があるんですけども、現

状太子町ではそういうことは余りないんです

か、どうでしょう。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 子供同士が黙って食

べてるということは考えられないと、まだう

るさいぐらいしゃべってるというようなこと

で、もしその中で４人か５人のグループで１

人がしゃべらない子がおれば、当然担任のほ

うが体調が悪いんか何か原因があると思われ

ますので、声かけ指導はしていると思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 今後給食は、やっぱり子供

たちにとって人生においても大事な思い出で

ありますし、私自身も今56歳ですけれども小

学校で受けた給食というのはいろんな思い出

がありまして、やっぱり一人の人間として給

食、いわゆる食育の中で培われたものという

のは大事に心の中に残っていると思いますん

で、その辺また今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

 それから、もう一点だけお聞きしたいのは

給食のあり方に関してですけども、１番に戻

りますけども、メニューの件ですけれども、

メニューに関してもやっぱり積極的にいろん

なメニューをしていただきたいなというの

が、当然栄養のバランスとかを考えなければ

いけないんですけれども、そういうように考

えるんですけども。例えば何とかして要は残

飯率を減らすというのが一つの方策だと思う

んですけども、そのときにいろんなメニュ

ー、例えば先ほどもちょっと言いましたけど

も、バイキングの方法もあるんですけれど

も、そういう例えば一つの案としてはお母さ

んの真心の手づくり料理とかというふうな、

あるいは一流シェフのつくる料理とか、一流

シェフが本当に来るわけじゃないんですけど

も、そういうふうな一風変わった何か一つの

メニューというんか、子供たちがこれは食べ

たいなというふうな新たなメニューというの

を考えてみてはどうかと思うんですが、その

辺どうでしょうか。 

 具体的にこういうのではなくて、また子供

たちが食べたいなあと思うようなそういうメ

ニューの開発というか、そういうのは今後考

えられませんか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 給食センターの中で

は考えられないんですが、栄養士のアイデア

というんですか、工夫によって業者と相談し

ながら季節に応じた、節分でしたらそういう

節分に応じたものを探し出して、それに季節

のものを与えることによって季節感を味わう

というふうにしながら食べることはできます

が、その程度でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員、まだ質問あ

ります。 

○中島貞次議員 いや、もう終わり。 

○議長（熊谷直行） そうですか。 

 中島議員。 

○中島貞次議員 ほんなら、そういう点でき

ょういろいろ質問をいたしましたが、その辺

のこともお考えいただいて今後とも安全・安

心の学校給食の提供と、それから学校におい

てきちんと食育ができるように努めていただ
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きたいことをお願いしまして、以上、本日の

私の質問といたします。ありがとうございま

した。 

○議長（熊谷直行） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 次、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 それでは、通告の順に従い

まして一般質問を行います。 

 最初に、後期高齢者医療制度についてであ

りますが、この制度は本町議会でも廃止の議

決を行い、また現政権も廃止の方向を出して

いたわけであります。しかし、現実には先送

りというようなことになってきているわけで

ありますが、この公約もそういうことでござ

いましたけれども、やはり廃止を求めないと

ますます75歳以上の方々が差別医療を受け、

さらには医療機関からも追い出されるような

ことになってくると、こういうことでありま

す。そういう点から、やはり政府に求めてい

くことのほうが大事だろうと思います。そう

いう点での対応について伺います。 

 それから、この新年度、せんだっては兵庫

県のほうも保険料の1,054円の値上げ、引き

上げというようなことで年間で７万1,095円

と、こういうことが決められたという報道も

あります。そういう中で、この負担等をより

軽減をするということでは県等の助成の拡

充、こういうことを求めていくなどして加入

者の負担を軽減すると。これは当然のことだ

と思いますが、それらの取り組みについて説

明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、１点目

の制度廃止を求めるべきということの対応で

ございますが、これも昨年の衆議院議員総選

挙において一つの争点ということでございま

した。その制度そのものの廃止の問題につき

ましては、同じく昨年の第173回臨時国会に

おきまして鳩山総理の所信表明、また長妻厚

生労働大臣の委員会での発言等も既にご承知

かと思います。廃止すると同時に、この期４

年の中で新制度に移行するという発言がござ

いました。厚生労働大臣主宰の高齢者医療制

度改革会議が設置をされ、検討が始まってお

るところでございます。22年度いっぱいで改

革会議の報告書をまとめ、23年度に法案を成

立させ準備にかかるという日程も示されてお

るところでございます。新制度のスタートは

平成25年４月ということで、私どもは今のと

ころ聞いております。その内容は、もう既に

マスコミ報道等されておりまして、もうご存

じの方がおるということでございます。もう

既に国がそういった検討に着手をされており

ます。その手続を見守りたいというのが私ど

もの思いでございます。 

 それから、２点目の県の助成の拡充を求め

て負担軽減という、今お尋ねでございまし

た。 

 広域連合のほうで今度の平成22年、23年度

の２カ年分の料金改定の作業が行われまし

て、今、桜井議員さんがおっしゃいましたと

おり、もう既に今新聞で報道されておりまし

て、去る２月22日の広域連合議会におきまし

て保険料が決定をいたしております。数字的

なものは今議員さんのほうからもお示しがあ

ったとおりでございまして、現行大体所得割

率8.07、均等割の年額が４万3,920円でござ

いますが、これが均等割額は据え置き、所得

割で0.16の増ということで8.23％ということ

で、当初の伸びからしますともっと伸びがあ

ったわけですけども、ここへ21年度の剰余

金、それと県のほうで積んでおります基金の

取り崩し等で２年間で88億円の財源を持って

くるということで、医療給付費等の伸びから

しますと0.16ポイントの伸び、額にしますと

今議員さんがおっしゃいました1,054円の増

というところで低く設定といいますか、抑え

られたというふうに思っております。 

 県へ負担軽減を求めたのかということでご

ざいますが、こういう基金の活用ということ

でもってできる限りの負担軽減が図れている

のではないかなというように思っておりま

す。 

 ちなみに、この抑制措置を講じなかった場



－97－ 

合の試算を申しますと、均等割額で

3,467円、所得割率で0.96ポイントの引き上

げをしなければならなかったというところで

ございますが、今先ほど申しましたように低

く抑えられたというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 やはり今この制度そのもの

がどういうことになっていきよるかというの

は互いに認識しとかないといけないと思うん

ですね。今、退院支援の状況報告書となるも

のが出てきて、病院側が非常に困るような状

況になっとると。75歳以上の特定入院基本料

というのが設けられる。そういう中で、75歳

以上の患者が一般病棟に90日以上を超えて入

院するとこういう問題が出てきて、医療機関

もそっから出さなきゃならないというような

状況が現実にまたあるわけですからね、そう

いうこととの絡み。ほいで、当然費用も払う

わけです。その上にこの保険料負担がついて

くる。 

 こういうことを見ながら進めようというよ

うなことで、当初の廃止をし、現の老人保健

制度に戻すと、こういうことで合意してきた

ことが、また公約したことが破られてきてる

というような問題と、それから結局今の場合

は基金をつぶしてのことですから、実際のと

ころは今までにゆとりを持つというようなこ

とでやってきた結果として今の答弁のような

ことがあるわけですわな。だから、そういう

ものとは違って、本当にこれを運営していく

上で75歳以上の人を差別するんじゃなくて、

やはり県の一般から支援をすると、こういう

ことのほうが大事であると。基金がようけ生

まれておるわけですから、その中で実際上は

措置をしたと、それにすぎないわけです。 

 だから、引き上げずに対応するようなこ

と、また２年後には同じことが行われること

になるわけですから、こういうことは即廃止

をしないといけないし、また一般の医療の中

で扱うべきものであると、このように思いま

すし、そういうことを言ってるんです。県に

求めるっちゅうことは極めて大事やというこ

とでありますから、この件は後々も私は姿勢

を問うていきたいと思います。 

 問題は、町が主体性をもって物を申すか、

言うかどうかなんやね。見守るというような

ことだけでは前進もしないし、町の主体性も

見えない。ここに住んでいるすべての人たち

はひとしく、また同じように暮らせる条件を

つくるというのは基礎自治体の仕事ですから

ね。その点がどうかということです。その辺

が、姿勢が抜けてしまうと追随型になってし

まうわけです。国やら県の今の言うとること

をそのままされたんでは、命は何ぼあっても

足らんというふうになってくるわけですか

ら、その辺の姿勢は後々問いたいと思いま

す。 

 それから次に、雇用、貧困対策等につきま

してですが、これはやはり今ますます若者を

初めとする高校生なんかの就職率も極めて低

い状況にあるわけですね。そういう中で、一

般の離職した人たちの就職などはもっともっ

と大変であると。こういうような形で就職難

は深刻化しております。そして、一方ではそ

のために貧困化が進んでいると言われている

わけですね。そういう中で、住民の暮らしは

もちろんのことなんですが、本町にとっても

税収にも多大な影響を与えてまいります。そ

の中で、雇用、貧困対策が急務だと考えま

す。それについての町としての取り組み。 

 それから、地域での雇用の拡大にとりまし

て、これまでも何回も言ってまいりました

が、東芝の果たす役割というのは極めて大き

いと思います。そういう点から、新規事業の

導入、あるいは半導体はまた今一つ見直さ

れ、公共というような形になっとるようであ

りますけれども、半導体事業の継続、さらに

は先ほども言いましたが、新卒者を初めとし

て若年層の就労の機会拡充に協力を求める

と。こういうことは、ずっと必要なことでは

ありますし、先にも伺いましたけれども、そ

の後の取り組みについて説明を求めます。 

 それから、次に通告をしておりますのは東



－98－ 

芝の家族アパート、これは前にも言いました

けれども、その跡地について実際東芝から事

前に町へ購入してくれないかというような打

診があったんかどうか。この際、ひとつ確認

をしておきたいと思います。 

 なぜなら、今の状況を見ましても、家族ア

パートをつぶして太子町のもともとのシビッ

ク計画であり、公共施設ゾーンとしてあの地

域をつくろうと、こういうようなことを言っ

てきた関係からもここが別のものになってい

く。今までも民間でしたけれども、そういう

ものが町のほうで手だてが講じられておった

らもっと環境は違ってくると、またまちづく

りの基本も変わってくると、こういうふうに

思いますので、経緯について再度伺いたいと

思います。 

 それから、前にも言いましたのは、雇用と

就業の機会等を拡充するということが極めて

大事だということを言いましたけれども、や

はり職を求める者にとってはあちこちを訪ね

ていってもうまくいかないこともあります

し、ハローワークで見てもいっぱいだと、こ

ういうようなこともあります。そういう中

で、情報を町が収集をして窓口でそれをお知

らせするようなことをしておけば、もっと違

ってくるということを前に言いました。そう

いう点で、一つの情報の供給窓口になってい

く。ハローワーク等から情報をもらわないと

できないということを前言っておりましたけ

れども、こちらから積極的に取り組まない限

り連携をした取り組みはできない、このよう

に思いますね。そういう点から、本町でも情

報が発信できるような情報を集めておくと、

こういうふうにすべきだということを言いま

したけれども、その後の対応についてもここ

で説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 雇用、貧困対策は急務ということでござい

ますけども、これにつきましては国並びに県

においては地域の雇用創出を図るため、ふる

さと雇用再生特別基金事業や緊急雇用創出事

業を創設するなど、地方財政対策が講じられ

ているところでございます。 

 太子町では、これらの特別交付金を活用し

まして、離職を余儀なくされました非正規労

働者や中高年齢者などに対しまして、臨時

的、一時的なつなぎとしまして就業の機会を

提供をいたしております。安定的な就職活動

を継続いただけるような支援体制を整備し

て、今現在この事業を実施しているところで

ございます。 

 それと、就職等に係る情報の収集及び提供

ということでございますけども、これにつき

ましてやはり前回も説明いたしましたよう

に、国や県さらに公共職業安定所との連携に

一層努め、やはり各地域の企業の多様なニー

ズも踏まえた各般のサービスを提供をしてい

ただかねばならないということでございまし

て、また職業安定法によりますと、市町村の

責務としましてはどうしてもハローワーク、

職安から離れている地域に対しましては厚生

労働大臣が指定地域を決めまして、そういう

情報提供をしてもらえるというふうなものが

ございます。太子町の場合は、多分そういう

遠隔地ではないので、そういう指定は受けら

れないんではないかというふうには考えます

が、そういった中でやはりどうしてもそうい

う職安からの情報提供を待たざるを得ないと

いうのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 地域での雇用拡

大、東芝への対応はということでございます

が、東芝太子工場におきまして企業活動が有

効に展開されるということは、地域における

就労の機会拡充は言うまでもなく、地方行政

運営におきましても、また総合的な地域の商

工業の充実という観点からも極めて重要なこ

とでございますので、今後におきましても適

宜事業誘致活動を継続したり、また新規事業

の導入に係る要望活動、そういったことを継

続して行っていきたいと思っております。 
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 それと、東芝家族アパートの跡地について

のことでございますが、購入の打診というも

のは以前にございました。しかし、その時点

では家族アパートの北側敷地、以前に町が職

員駐車場としてお借りしていた土地でござい

ますが、それは既にもう分譲されて住宅とし

て利用されておりました。先ほども言われま

したシビックゾーンという一つの計画もござ

いましたが、ふるさと文化村と道路で分断さ

れているということから施設として利用する

には少し不適切ではないかと、そしてまた庁

舎用地としては狭小であるということから辞

退をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 最初に、冨岡君、最初のこ

とが何を答えたんかようちょっとわからなん

だけど、それは後で説明してください。 

 今、昨年からこういう状況がきてるんです

けれども、虐待問題も今問題になっておりま

す。そういうのが、離職とともに所得も激減

するというようなことを含めて、それが虐待

に影響するというのは前にも言いました。 

 そういう形の中で、完全失業率というのが

5.1％でしょう。戦後よりも過去３番目に悪

い水準と、また有効求人倍率も0.46という形

でありますから、実際の失業者数というのは

317万と言われているわけですね。そのため

に、あちらこちらで貧困なくせ、仕事よこせ

と、こういうような動き、集会等が持たれて

いるのが実態かと思いますけれども、その一

方で、これは厚労省の発表している資料でも

年間100人に近い餓死者が出ると、さらには

自殺者が7,000人を超えるというような形で

すわね。だから、そういうような実態が日本

の中にあるわけですし、また地域的にもやは

り貧困ということの実態をつかむこと、これ

は本当に大切なことやと思うんですね。 

 ほいで、やはり貧困をなくす具体的な目標

を立てて、そのための政策を推進すると、そ

れが大前提だと思うんですが、実態を把握し

ないと政策も具体的なものも出てこない。す

べての国民は健康で文化的で最低限度の生活

を営む権利を有する、こういう憲法を持つ国

ですから、国、地方ともにまず実態を把握す

る。そういうことが最低限の責任ではないか

と、その上でこれらに対する対応策を出して

いくということだと思うんですが、そういう

取り組みがあって初めて進むもんだと思いま

す。 

 それから、窓口を設けるということの中で

私が言ってんのは、少なくとも遠隔地の国の

補助やとか取り組みとかということを言って

いるわけでありません。あくまで、こちらか

ら情報を収集できるように申し入れをして、

ハローワークを含めたところ、また町内の事

業所等からもぜひ役場にも一報をいただきた

いと、そういう情報をもとに求職者の就職活

動に寄与する。そういうことをする、専門の

窓口というても人が配置されてしなくても一

定の看板を上げて、そこに集中していただく

ようなことをすればいいという取り組みぐら

いは当然すべきやということを言っているん

であって、それらのことについて再度取り組

み姿勢を伺いたいと、このように思います。 

 それから、東芝の関係では、先ほど説明を

しておりますけれども、絶えず言うこと、そ

れが企業の一つの大企業としての社会的な責

任を果たしてくれということも言わないとい

けない。それから、町の税収の問題もありま

すから何回もしつこくやっぱり行政が言わな

いといけないと。これは当たり前のこっちゃ

と思います。そういうことで、東芝の跡地の

問題と、それから事業継続、こういうことは

絶えずやっぱりこちらにも連絡をいただくよ

うに申し入れをし、また取り組みを強めると

いうことが大事やと思うんですが、その点を

再度伺います。 

 それから、家族アパートの関係では前回聞

きましたときも北の水路のとこまで、水路の

向こうはとうに民間住宅が建っとうわけです

わね。昔は、揖東中学校は水路まであって

ん。だから、そういう面からいえば、民間の

住宅が建って、その後、あの住宅が建ったの
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は何年前ですかな。もうそんなときの時代の

ことを僕が言うたつもりはありませんよ。こ

ちらのあくまでこの間つぶしたところで、住

宅との間に北側の駐車場はもちろんありまし

た。あれが狭いというか広いというか。ほい

で、庁舎用地ということでいろいろ今回の中

でも庁舎を建設する、改築すると、こういう

ことで一つの前からのありますが、どんな庁

舎を、ほいで土地の高度利用問題も含めて構

想するかと、考えるかということによっても

違います。あくまで、駐車場の共同利用、そ

れはあそこでは文化会館との絡みで、非常に

イベント等が行われる場合は休日に近いとき

のほうが多いと、夜間。それから、通常のと

きは執務をする役場とかの駐車場、職員があ

っこへ行くわけですから、そういうことも含

めて見たときに、あの駐車場の共同利用、そ

れからシビック計画、全体的な構想とまちづ

くりの区画整理事業と、それらのことがあの

区域にあったわけですね。そういうことも含

めて、今つぶされた土地は造成されています

けれども、あれは結構広いですよ。だから、

そういう点ではどういうことを考えていた

か。ほいで、最近あれを売却するに当たっ

て、町に打診があったんかどうか聞いたんで

すよ。前のことを言うとりません。そういう

点も含めて、太子町と東芝との関係を言って

いるんです。 

 ほいで、町長が前のときに説明したのは、

ほかの人がもう手をつけておるから無理なん

ですという、前の答弁はそうでした。だか

ら、そういうことを含めてみますと、いつの

ことを、総務部長は前のことを説明したんだ

と思いますし、町長は直近のことを言うたん

かもわからん。 

（「一緒や」の声あり） 

 わからん。私が聞きよんやから、それはそ

っちが説明したらええんや。あくまで、事実

関係、経過を説明したらええんや。どういう

ことやったんやと。私は東芝から打診があっ

たんだったら、一遍それが議会にも相談あっ

てもしかるべきと、こう思うから聞きよんで

す。そういう点の説明を再度求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 雇用対策につきましては、基本的には国策

ということでございまして、今回太子町にお

きましては雇用に関しては昨年６月議会での

補正にさせていただきましたふるさと雇用や

緊急雇用、これにつきましては現状としては

実施していると。それにつきまして臨時的、

一時的なつなぎではございますけども、雇用

につながってるというふうなことでございま

す。 

 もう一点目のいわゆる求人等の情報を役場

内に掲示もしくは見れるようにしてはという

お話でございますけども、これにつきまして

は先ほど言いましたように職業安定法11条に

きっちりと明記されております。ですから、

この指定地域、厚生労働大臣が指定する指定

地域にならなければ、やはり難しいんではな

いかと。 

 それと、太子町の現状からいいますと、太

子町の場合、たしか三十数年前は職安は網干

にあったというふうに覚えとります。それか

ら、広畑のほうに移りまして、今現在姫路駅

の北ですか。基本的には極端に遠くなってる

ような状況ではないというふうな状況の中

で、町民にそういうサービスができればいい

のはいいのですが、やはり現状としてはでき

ないんではないかというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） この東芝さんの件でご

ざいますが、やはり我々太子町にとりまして

はこの東芝の影響というのは大きいものがご

ざいます。十分それも承知しながら、今どう

いうふうに今後なっていくかというのは慎重

に見きわめながら、我々も要望するべき点は

していき、半導体事業の継続また新規事業の

張りつけ等々は、これは要望していかなけれ

ばいけないというふうに考えておるところで

ございます。 
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 もう一点、東芝の用地の件でございます

が、今先ほど総務部長が申し上げましたよう

に、桜井議員、ちょっと勘違いされとんじゃ

ないですかね。水路までに職員の駐車場とし

て借りておった用地があったんです。 

（桜井公晴議員「知っとうで、それ

は」の声あり） 

 そこの用地が水路までですよ。だから、そ

この用地が分離されて売られたんですね。先

に売られたんですよ。それが５年ほど前であ

ろうと思うんです。 

（副町長八幡儀則「10年ぐらいなる」

の声あり） 

（桜井公晴議員「大分前」の声あり） 

 10年になるか。わしの前か。 

 10年ぐらいらしいんですが、先に分離され

て売却されたと。その当時は一体であれば文

化会館の駐車場、また庁舎の建設も考えられ

るんではないだろうかなということでお願い

したんですが、当時は東芝さんは駐車場のみ

の売却ということでの話でございまして、そ

れでは町はそれを買うということは難しいと

いうことで断念し、そうした中で今回はまた

その後、東芝家族アパートの売却というよう

なことで話が入りましたが、一体利用がなか

なか活用面、駐車場としてしか難しいという

ようなところで断念したという経緯、経過で

ございます。東芝さんからはそうした打診は

ございました。そういう経過の中で、我々は

ちょっと難しいということで断念したという

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 実際、あっこが建ってから

もう相当古いよ。それこそ水路までに、あっ

この学校が建って水路まであったんやから、

昔はね。その跡のとこが駐車場ですわ。その

南に寮があって、家族アパートがあったわけ

ですね。だから、そんなことはようわかって

ますよ。そんなことを言うてるんじゃなく

て、前のときは売ってしまって向こうの今の

民間住宅が建っとるとこは建ってもうたと。

それは事実や。私が言うたんは、その後のこ

とを言うたんやね。その後のことがどうだっ

たのかと。どういう打診があったんかと。 

 あそこに建てる建てんの問題も絡んでくる

けれども、あそこに建てられないような広さ

とは言いがたいですよ、あれはね。ただ、道

路を挟んどると、道路を挟んどることがどう

かというのは問題があります。しかし、利活

用はできるとこだということがありましたん

で聞いとんや。 

 だけど、私もいろいろ皆さんに言ってみて

も、今でも当時の予算修正案も我々は議会と

して出したわけです。だけども、その当時は

多数にはならずに可決をしなかったけれど

も、あの一帯を利用して駐車場等の共用利用

も含めてシビックを形成するというたことを

成就させようじゃないかと、こういうことも

言ってまいりましたんでこだわっとんや。 

 ほいで、東芝が何で跡地の利用も、それか

ら半導体の継続もそれら含めて、東芝がやっ

ぱりこの地域で果たさなきゃならない社会的

責任というのがあると、そういう点からしつ

こく申し入れもしないといけないと思うんで

すよ。そういうことがなされなかったらいけ

ないと思うし、水の問題だったって使用料が

もともとは水も供給し、東芝が今日あるわけ

ですから、そういうことを含めて町としても

当然言うべきことは言うということが大事や

ということで、このことを言っとんですね。

水も使用料が減ったら水道の関係でも町のほ

うに影響を与えとんや。さらには、税収もそ

うです。それらのことを含めて町がきちっと

物申し、また協力を得ていくという姿勢に立

つべきだと言うとんや。ほいで、あそこの土

地だったって利用しようと思えば利用でき

る、絵はかけると、こう思います。そういう

点から、打診のときにどの程度の価格で町は

どうだという話が今回入ってきたんかという

ことは再度伺います。 

 それから、窓口のことは網干にあり、もと

もと龍野と網干、そういうことになってまい

りました。職安の問題は相生のことから始ま
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ってね。それはええんです。別段、職業安定

法でいうてるんじゃないんや。情報をこちら

によこしてくれて、こちらでやはり皆さんに

相談に乗れる、総務でやるか、今の町民課の

窓口でやるか、いずれにしてもここで来られ

たら若干の相談に乗れるような情報をこっち

が持っとると、そうでなかったらできないで

しょうということで、情報を収集し、皆さん

の相談に応じられるようなことをやっていく

というんは自治体としての一つの仕事じゃな

いかということを言っとんですよ。そういう

ことが窓口を持つということの大事さやと、

そう思うんですけど、その点再度説明を求め

ます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 東芝の用地の件でござ

いますが、この件につきましては私どものほ

うには価格までは提示はございませんでし

た。しかしながら、あれをあと何カ月のうち

で退去して売却をするという話はいただいた

ところでございます。 

 先ほど来、申し上げておりますように、一

体のもんであれば私も考えてなければいけな

いという思いでございましたんですが、あそ

こに庁舎を建てますとどうしても駐車場等々

で難しいということで断念したというところ

でございます。 

 そして、あそこのシビックゾーンの計画で

ございますが、一応私は文化会館の整備、そ

して用地の買収が難しいということで、あそ

このゾーンは一応文化施設ということで終了

したというふうに理解をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 窓口の件でご

ざいますけども、職業安定法によりますとや

っぱり公共職業安定所と有料の紹介業務、そ

れと学校関係、これについてはできるという

ことになっとります。それと、今さっきも言

いましたように安定法の11条で市町村が処理

できるのは、今言いました地域指定があって

こそで、これもあくまで職安に取り次ぐこと

とか、住民に周知させるとか、相談業務は基

本的にはまずできないということになってま

す。これは地域指定を受けても、なおかつで

きないというのが現状でございます。 

 ですから、先ほども言いましたように、町

民の方に便利になるということは確かに間違

いないことではございますけども、その辺は

やはり今の職業安定法の範囲では現状として

は無理ではないかというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 職業安定法でそうや、そん

なことわかっとう。そういうこと言うとんち

ゃうんやがな。だから、あっせんをしてどな

いするという仕事を言うてへんのや。情報

を、ここでこういうことがありますよという

ようなことは、少なくとも情報さえ出てくれ

ばここに来たらわかるというふうにしてあげ

えと言うとんや。ほいから、町内のこともや

っぱりここに言うとけば、そういう人が職を

求める人、ほいから求人の側、そういうこと

の情報は提供してあげえと言うとんや。ほい

で、これはどないしたらええんやと言うた

ら、やっぱり紹介していくというのは、本人

に就業をさせるということちゃうで、私が言

いよんのは。情報の問題を言いよんのに、お

まえ、そんな職業安定法持ち出してきて、そ

んなことわかっとうがな。言うてへんど。そ

の点をはっきりしてもらわないと話になら

ん。 

 それから、さっきのシビック計画が終了し

たという、そんなこと一つも聞いたことない

で。それはあんたが思うとるだけじゃろ。全

体的にはそういうことがきてるわけですよ。 

 ほいで、先ほど来出ている狭隘な面積のと

ころで、いかにどういうふうに住民の動線を

つくり、活性化させるかというのはまちづく

りの一つじゃ。だから。そういう点でいえ

ば、あそこの地域である程度のことが集約さ

れてくることも大事なことやと。ほいで、駐
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車場の共用利用も将来にわたって必要なとこ

ろ、ほいで面積一定あるとこというたら、ほ

んまにあっこしかあらへんでしょ。だから、

そういうことを含めて聞いとるわけやね。 

 だから、東芝との申し入れも、やっぱり単

に言うとりますじゃないような取り組みをし

ないといけないと思うんですよ。書面も含め

てきちっと対応していくことのほうが真摯な

対応やと思うんですけどね。その辺はどうな

んですか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） まず、用地の関係でご

ざいますが、やはり私はあれが駐車場とアパ

ートとが一体のもんであれば、これはもうぜ

ひ必要であるという判断をするところでござ

いましたんですが、当時は駐車場を売却する

というところで、まだ家族アパートとしては

機能を果たしておりましたもので、それが

後々売却されるということがわかっておれば

こちらもそういう手だては考えられることは

ございましたんですが、そういうことは考え

られなかったと、当時はそういうことで断念

したというところでございます。 

 それと、東芝さんのほうにはやはり我々も

そうかといってむやみやたらに今の事業等々

を、マスコミ関係で経営状況等々を見てみま

すとなかなか厳しい状況下にあると、そうし

た中での対応。しかし、ほうっておくんでは

なくして、前向きに要望なりそうしたものに

は積極的に働きかけていきたいと、このよう

に考えるところでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

（桜井公晴議員「総務が言わなあかん

の違うんちゃうか」の声あり） 

 失礼しました。先ほどのいわゆる職安から

のパンフレット等が総務課に…… 

（総務務長佐々木正人「総務の前に。

カウンターのとこに」の声あり） 

 総務の前に、カウンターのとこにコピーし

て置いてあるということで…… 

（桜井公晴議員「わかっとんがい、そ

れ」の声あり） 

 ですから、それを住民の方が見て、持って

帰られる方、見られる方がおられるというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 今、ほんまに貧困率も高ま

って、一昨年のデータでも子供の相対的な貧

困率が14.2というて高いんですよ、そういう

資本主義国の中でも。そういうことを含めた

ときに、この就労の機会、離職、そういうこ

とが影響するというのはいろんなところの調

査でもわかってるわけですから、就職、仕事

が確保されることは、その当事者も貧困の問

題も、また一定の解消の方向に向かうという

ことで大事なことやから、町がそういうこと

ぐらいはしてはどうやと言うてんですよ。パ

ンフレットをぽっと置いて、そこで見てくだ

さいと違うんやと言うとんや。窓口をかちっ

と上げて、そして最新のものの情報もここに

ありますよというぐらいの姿勢に立つのは当

たり前やと思いますよ、それ言うときます。

また後、総括でも言いますけど。 

 それから次に、何ぼ使うたんかいな。 

（「残り19分」の声あり） 

 そうか、そうか。 

 災害対策については、これは何回も言いま

すけれども、特に水害、それから火災、そう

いうこと等含めて、災害対策上のことについ

てはそれぞれ取り組んでおかなきゃならない

こととして、内陸部に位置する本町ですから

都市計画区域あるいは市街化区域内の農地、

それから遊休地等を生産緑地等にして、もし

くは借り上げて、通常には芝生とか遊具等を

配した都市公園的に活用すると、こういうこ

とが必要かと思います。それが一つの災害対

策になりますし、緩衝地になります。ひいて

は、もちろん地下に水は戻すということでの

地下水を涵養することにもなります。 

 そういうふうに考えますと、本当に取り組
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みは大事なことやと。パイプやら開削で下へ

流しても内陸部は問題があるわけですから、

一時ストックをして放流をするようなことを

本当に真剣に考えるべきやという、私は前に

も言いましたし、今後もそういうことが必要

かと思います。こういうことは、識者の人と

もいろいろ太子町の水ということで相談をい

たしましても、そうやなということが同意も

得られるようなことであります。 

 それから、農地そのものは生産緑地的に公

園的に置くかどうかというのも、これからの

まちづくりにとって大事なことになります。

そういう点から、今からそういう取り組みを

しておくことが必要かと思います。そういう

点でこの取り組みを伺っておきたいと。 

 それから、市街化調整区域についても、そ

れは今農地があるわけですから直接的にその

必要はございませんけれども、今後に絡めて

遊休地をいろいろ利活用していくことの大事

さが出てくるわけですから、その遊休地とさ

れているところの地主の協力も得ないといけ

ませんけれども、そういう取り組みを、方向

性を出すことが大事やと、こう思いますが、

いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 ２月の委員会でも生産緑地制度の話が出た

わけなんですけども、これにつきましてはや

はり地権者の問題、また都市計画決定の問

題、税制の問題、いろんな問題を含んでおり

ます。そういった中で、大都市圏ではやはり

こういう制度はかなり増えてきているという

ふうには聞いております。そういった中で、

太子町の場合も今後はこういうかなり法規制

のかぶるものをするのか、もっと緩い法規制

のないものでいくのか、その辺については今

後研究していく必要があるというふうには考

えております。 

 それと、市街化調整区域の件でございます

けども、これにつきましてもやはり農地法の

縛りを受けておりますので、現時点では極端

な開発とか転用はないというふうには考えて

おります。そういった中で、遊休農地いわゆ

る荒廃農地の問題があるのはあるんですけど

も、これにつきましてはやはり地権者の問題

等もありますし、またどうしてもそういう地

域につきましては道が案外ないといった状況

の中で、今後もいわゆる遊休農地の問題につ

いては農業委員会を中心として頑張っていた

だけたらというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 町が方針を出すようなこと

にしないと何でも取り組めへんと思います

よ。だから、市街化区域は特に都市防災上も

緩衝地が必要になるわけですから、それらを

指定させていただくとか、もう勝手に指定し

たというわけにはいかないですから、指定を

されていただくについても町が一定の方針を

持っておらないと指定もできない。少なくと

も地主の協力を得ていかないとあかんわけで

す。20年間の農地猶予でおいておられるとこ

ろも市街化区域はあります。 

 しかし、そういうことも含めて都市空間が

いかに今後必要かということになりますの

で、その空間確保という意味もあります。そ

の隣、隣すべてができ上がっても、それは有

効であるかどうかになりますけれども、水の

緩衝という点では、せんだって豪雨のときに

揖保川の河川公園をつくっとったとこが皆流

れましたわね。ああいうところでも、ああい

ういわゆる遊休、遊べる施設をつくって活用

するということがあるわけですね。そういう

点からは、何らかのときには遊水地に変わる

と。やむを得ん。そこは、通常は芝生の公園

であるというようなことは本来、町の施策と

して計画的に取り組まなあかん。 

 今できよんのは、今回も道路の関係では

40条で帰属することやとか、開発に伴う公園

の帰属とか、こういうことがありますけど

も、それはもう狭隘なものが、それも一定の

いわゆる宅地と同じ高さで造成されてるとこ

ろですから、いわゆる遊水地の役割を果たせ
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ない。そういうことの中での取り組みとし

て、これらのことが必要ではないかと。方向

を出さないと取り組みもできんということな

んですけど、その点はどうですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ですから、先

ほども申し上げましたように、いわゆる都市

計画決定として扱うのか。都市計画決定まで

扱わずに、いわゆる税だけの減免とか、そう

いうことで対応するのか。その辺について

は、今後研究、勉強していく必要があるとい

うふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 間もなく定刻の５時が

来ますが、会議規則第９条第２項の規定によ

って、会議時間を延長します。 

 桜井議員。 

○桜井公晴議員 後々また言いますから、次

へいきます。 

 次に、事務・業務の明確化と契約等の改善

についてという通告をしております。一応、

これを読んでそのとおり一遍答えていただき

たいと思いますが、給食センターで再三本来

の管理運営業務から逸脱し、契約等において

随意契約の執行により関係職員の処分に至っ

た。なぜ、分掌に規定する権限以上のことが

できるのか問われます。説明を求めます。 

 これらの再発防止のためにも、施設等の整

備は町長部局、管理運営は委員会と事務・業

務の範囲を明確にすべきだと思います。その

対応について説明を求めます。 

 それから、安心・安全の給食等のあり方に

ついては、給食センターの業務委託につい

て、３年ではなくて一年一年検証することが

肝要だと思います。その点について説明を求

めます。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 まず、規定している権限以上のことができ

るのかということでございますが、当然でき

るものではございません。特別委員会等でも

説明を申し上げましたが、工事の実施時期に

ついては給食センターでございますので、ど

うしても夏休み中に完了をしたいという思い

から所長の独断で業者の選定、安易な方法に

よって不適切な方向でそういう行為に移った

ということでございます。不見識でまことに

申しわけなく、深く反省をいたしておりま

す。 

 それ以降、関係各課と連絡調整を行って、

決裁文書による合議だけではなく十分な説

明、理解を得た上で、起業行為を行うこと等

としまして、徹底して二度とこのような行為

がないようにしていきたいというふうに考え

ております。 

 それと、業務の委託についてですが、これ

は平成20年度から学校給食の調理業務等の民

間委託を実施いたしております。委託期間に

つきましては、業務の内容を考慮しまして、

他の自治体を参考に大体３年から５年という

ことでございますので、業者の経営努力や安

全性、効率性を図って安定した調理業務を行

う上で３年ぐらいが妥当であろうというふう

に考えておるところでございます。 

 また、検証でございますが、これにつきま

しては、調理業務委託の運営の状況の評価を

行うために、学校給食の調理業務委託事業評

価委員会というのを設置いたしております。

年１回開催しまして、民間委託の運営状況に

ついて検証し、その評価を行っておるところ

でございます。検証の内容につきましては、

委託業務の範囲を中心に日常点検を行って、

給食全般業務については学校園の給食担当教

諭また保護者の代表の方々のご意見をお聞き

しながら、その意見を参考にして調理業務の

向上を目指して確実、安全に履行していくた

めに業者の指導、改善を行っていきたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 施設等の整備は

町長部局のほうでというご質問ですが、これ

は12月の議会で一般質問として出されました
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事務分掌の内容のあり方で回答させていただ

いた内容と同じような回答になるわけでござ

いますが、地方公共団体の町と教育委員会な

ど行政委員会との関係につきましては、行政

委員会は政治的中立性と安定性を確保する観

点から町の指揮監督を受けないと。また、法

律の定めるところによりまして、町と行政委

員会はそれぞれに属する権限の範囲内におい

て相互に対等かつ独立にその事務を執行いた

します。事務分担につきましても、法令等に

よってそれぞれ規則で定めており、事務の補

助執行または委任がない限り独立したもので

ございます。 

 施設等の整備を町長部局でということでご

ざいますが、いかなる設備を整備する場合に

おきましても施設を管理運営する部署が機能

面と数多くのノウハウを持っておりますの

で、当然担当すべきであると思っておりま

す。 

 今回の施設改修の件につきましては、一職

員のルールを逸脱した行為から発生したこと

でございます。事務の分担によるものでは決

してございません。ただ、町全体としまして

は、適正な事務の管理、執行に努める必要が

ありますので、委員会との連携を図りなが

ら、より一層指導の徹底を図っていきたいと

考えております。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 それぐらいわかっとんや、

そないなことは。先ほどの総務部長の説明も

わからんではないんですよ。ただ、あくまで

前にも言いましたように、センターの業務と

いうのは６つでしょ。町の書いとるセンター

の業務、給食センターの業務は次の業務を行

うというて給食会計、それから献立、調理、

配送、食缶、それから施設、設備、備品等の

管理保全でしょ。それ以外にあらへんで、分

担する、せんと言うたって。 

 それから、教育委員会の関係もそうです。

あくまでなれたところがやるべきやというの

は、そのことがわからんと言うてんじゃない

んですよ。あくまで、施設整備については、

実際上の予算をよく聞いて、基本的にいうた

ら、ここでいうたら営繕を担当する者がよく

聞きながら本来やるべきでないかと。ほい

で、教育委員会のところでは、ほかには施設

課とかいろいろ持った教育委員会がありま

す。そこはそこでやってますわ。何もやって

ないと言うてません。だから、そういう点で

は、このような町の場合はどうなるかという

たら、やはり実際上の管理運営はそれぞれ教

育委員会、いわゆる管理している者がやる。

施設の整備についてはそれを聞きながらやる

と。それは、予算を裏づけて施設整備にかか

るわけですから、そういう点でいえば、この

ような町の場合ははっきりしといたほうがえ

えんじゃないかと言うてんですよ。そういう

ことはわかってますよ。その上で、方向を整

理しとくほうがええと思うんです。 

 せんだって議会が上げたきのうの意見、そ

ういうことについても、実際には安全・安心

の給食を供給するということ、それから契約

の問題では随契を繰り返して、そしてそれも

随契の中の見積もりを業者が回るというよう

な、そういうことまでやっていくようなこと

があったわけでしょ。私は何ぼ考えても、こ

んなことが何でできるかと。できることがお

かしいんでしょ。行政はそんなことないとい

うことが信用の上に立っとんや。何でできる

んや、こないなことが。個人がそんな権限を

持たないんやから、ここの行政の体質が持た

ないものができるような内容でしょ。だか

ら、何もはっきりしないところが出てきとん

じゃないですか。明確にしてないということ

ですよ。業務外やないかと。業務外のことが

何でもできるんやったら、だれも要らへん、

決裁権限者も要らへんがな。現にできたから

おかしいんやと言うとんの。違うんか。結果

そうなっとうでしょ。何でできるんや。それ

にきちっと総括してへんやないかと。何でで

きたんかが問題なんや。だから、業務は分担

しとくべきやと私は言いよんや。何がおかし

い。そういうことやないか。ほいで、業務の

規定もそうしかなってないよ。その辺をはっ
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きりさせるべきでないかと。 

 給食業務というのは、安全で安心な給食を

供給するんに徹すべきやと。それも価格の高

いものを何ぼでも出すんじゃない、やっぱり

安価で安全・安心のものを供給する。当たり

前のことです。そのときに給食業務の委託の

問題も出てくるわけや。実際に直営で行って

いたときとの絡みも何回も委員会で出ました

けれども、そのために業務内容も含めて契約

内容も検証するということで、一年一年てい

うのは変わっても何ら差し支えない量やから

言うております。そのことがなかったら無駄

遣いをすることにもなってまいりますので、

その辺はっきりしてください。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、施設の整

備ということでございますが、これは本来も

ともと地方自治法の規定の中に学校のそうい

った校舎、その他施設及び教具その他の設備

の整備に関することというのが教育委員会の

職務規程として書かれておりますので、当然

そういったことに基づけば、その教育委員会

で管理するのが当然であるということでござ

います。 

 それと、なぜ職員が…… 

（桜井公晴議員「体制がないからあか

んのやがな、こんな町は……」の声あ

り） 

 だから、それは体制よりも小っさな町にお

きましてはそういったことがなかなか管理が

しにくいと、逆にしにくいということでござ

いますので、それぞれの行政委員会において

やるということを決めております。 

 それと、職員のその逸脱した行為というこ

とでございますので、あくまで事務分掌の中

においてできるということでございません。

先ほどから申しますように、あくまで個人の

そういうルールを逸脱した行為であるという

ことでございます。したがいまして、それに

対して処分が出たということでございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 逸脱ができる太子町やで。

私はそう言いよんや。逸脱しても構へんのや

というこっちゃ。処分もそういう、あの処分

や。重大な契約が逸脱して何でできるんや。

権限違うだろ。それが何で太子町できるん

や。そのこと言いよんですよ。それが一番問

題やがな。それは権限委譲しとう言うとんと

一緒やで。 

 それと、随契でそんなことをやることがお

かしい。高値で、ほいで業者が回って見積書

を持って回るような。それでちゃんと言うて

るわけやから。床の工事も電気の工事もそう

いうふうに説明してんのや。ここでそんなこ

とが何で許されるんや。それは絶対許されへ

んことやで。それを言いよんですよ。 

 それと、給食業務の請負も、やはりこれは

あくまで毎年検証することによって経費の問

題も違うてくるよと言うとんや。３年間保障

するのはおかしいですよ。そういう点を言っ

てんです。それから、後またこれも言います

から。 

 次に、５つ目の子宮頸がんの予防について

に移ります。 

 私が、男子が言うのもなんですけども、い

ろいろ最近の報道、新聞、いろいろ見られた

方が太子町でも助成制度はできないんやろか

と、こういう話があります。そういう点か

ら、私は今度の議会でもちょっと整理をして

聞いておこうということで今回上げとるわけ

ですが、子宮頸がんというのは年間約

3,500人ほどの女性の死亡する要因になっと

るようであります。これが、一応ほかのがん

では予防というのはなかなか難しいんですけ

ども、子宮頸がんの場合はワクチン投与でか

なり予防ができると、そういうようなことで

ありますので、これらのことが制度の導入は

できないかというようなことでございます。 

 世界的な規模でいうたら、50万人が発症し

て、一応27万人が死亡すると、こういうふう

に言われているのがこの病気でありますし、

この国でも先ほど言いましたように１万人が

発症して3,500人が死亡すると推計されるよ

うな状況があるわけですね。特に、小さな年
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代のところからいろいろ予防が必要だと。発

症率も若いほうで多くて、だんだん20代から

の患者も増えていっているとこういうふうに

言われておりますし、予防もできる唯一のが

んとも宣伝されております。 

 全部がワクチンで予防ができるとは限りま

せんけれども、有効性は10年から20年と、こ

ういうようなことも言われているものであり

ますから、せめて太子町はほかのことは遅れ

てもこういうことはひとつ先行してはどうか

と思いますけどね。皆さん、いろいろおっし

ゃる中でひとつその点いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この子宮頸が

んワクチンにつきましては、非常に桜井議員

さんのほうから詳しいご説明がございまし

た。私のほうからはそれ以上つけ加えること

はございませんが、今動きとしまして兵庫県

の明石市が先月１月でございましたか、大き

く新聞にも報道され、発表いたしました。内

容は、小学校６年生から中学校３年生の女子

を対象にして費用の全額を助成するというも

のでございました。ほかの県におきまして

も、幾つかの市町が既にそういった同様の処

置をとっていたり、半額助成といったところ

の助成を行っておるところでございますが、

本町におきましてはこのような全国の動き、

また先のＨｉｂワクチンのところでも申し上

げましたが、本来こういった有効な本当に画

期的なワクチンというものでございますの

で、やはり定期接種が本筋かなという思いが

いたす中で、それまでの間の措置としての助

成制度について検討を行いたいという思いで

おります。 

 今後の進め方等につきましては、やはり予

算措置の問題もございますし、また国、県の

動向、その辺、また近隣市町の取り組み等々

も把握して、そこらを検討して判断に至りた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 町長笑いよったけど、私は

先ほどからＨｉｂワクチンのほうも言いよっ

たように、あちこち見て、たつのがやったか

らその動向を見てやりまひょかと、そないこ

と言うとんのは、はた見せんでもええと言う

とんや、このことは自分とこで。 

 だから、明石が今度これで8,080万円要る

そうですわ、実際経費的には。どこまでどう

要るんかようわかりまへんけれども、４万円

から６万円かかると言われているというよう

な状況ですから、どう計算するかはわかりま

せんが、今の子宮頸がんの検診でどういう動

向が出てとるかによっても真剣に考えないと

いけないことでもあります。やっぱり早くか

らそれに取り組むことによって10年、20年と

このワクチンが効いて、そして命が助かるこ

とならば、それは大事なことやと思うんで

す。 

 ほいで、私も太子町の場合にどの程度の費

用がこれによってかかるっていう確信はない

けれども、少なくとも全国で次々またこれも

出ていきよんですわ。最近で各県に１つぐら

いが先行しよるわけ。だから、そういうこと

を含めて、太子も一つは本町の助成として出

していってはどうかと。それぐらいは先行し

たって罰が当たらんし、その辺のことを町長

はどない思うとんかと言いよんねん。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） こういうワクチン問

題、先ほどのＨｉｂワクチンもしかりなんで

すが、私はいつも疑問に思うわけなんです。

全国的にこれはこういう予防をしなくてはい

けないということになれば、国が率先してそ

うしたワクチン接種というのは対応していか

なければいけない問題であろうと、私はその

ように思っております。 

 先般のＨｉｂワクチンの件でも12月定例会

の質問で答弁させていただいたように、国な

り県なりが対応しましたら私も考えるという

ところで、その中で今日までこのＨｉｂワク

チンについてもほかいておったわけではござ

いません。町長会等々、市町長会で、これは

国のほうに、また県のほうにもちゃんと言う
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べき問題であるということは私からも言わさ

せていただきました。 

 そうした中で今も出てますように、これは

明石が取り組んだと。明石は財政が豊かかも

わかりません。本当に今末端行政で裕福で財

政を執行しておるんであれば、私もどんどん

考えさせていただきますが、やはり基本とし

ては国を挙げてこうした接種は考えるべきだ

という考えを持っておりますので、本日の部

長の答弁となったところでございます。動き

があれば私も早急に対応はまた考えていきた

いと、このように思うところでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 町長、承認されるかされん

かということから始まったんや。ほいで、厚

労省も承認するということになったんやな。

それが、国がやるのを待っとったらせえへん

のや、今までから。ほとんどの施策は地方が

やって、やむを得んさかいいうて国が乗って

いったんや。ほやけど、社会保障費をどんど

ん削っている中では、国に期待しとったらで

けへん。この地方に住んどったら安心できる

かできんかの瀬戸際やがな。そういうことを

私は言いよんや。そんなこと待っとって、そ

んなこと待っとんやったら、ここでも私は言

わんわけや。だから、必要なことを施策とし

て、太子町に住んでよかったなと言えるよう

な形が必要やから言いよんや。そやかい、追

随は、国はなかなかそういうふうにはやりま

せんよ。2,200億円の削減のものもどんどん

やっぱり現実に進みよん、前政権を批判して

おきながら現政権もやっとんや。そないなこ

としとったらだめなんや。それはどっかの聖

域にメスを入れて、お金を調達するとこどこ

か、ほいで削るべきとこはどこかということ

を詰めない限り、国はしない。社会保障費関

係、医療費関係を削りよるわけやから。もと

もとそれを率先垂範してはやらへんのや。ほ

やから、Ｈｉｂワクチンの問題も皆そうなん

や。だから、地方がやることによって、やむ

を得ん追随するんや。老人医療費やったて昔

はそうや。そういうことになってきとんです

よ。それが地方の大きな役割や。地方をまね

てやらないといけないことを国にさせる。そ

のために言いよんですよ。また、後々言いま

すわ。私はこれで終わったんじゃない。 

 終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で桜井公晴議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は３月３日午前10時から再開し

ます。 

 なお、３月３日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

 ご苦労さまでした。 

（延会 午後５時12分） 

 


